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我孫子市移動等円滑化基本構想の一部改正について 

  

１．改正の背景と目的 

我孫子市では、平成１８年に制定された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律」（バリアフリー法）に基づき、平成２０年４月に高齢者、障害者等の自立と社会

参加のための重要な手段である公共交通機関や主要な施設とこれらの間の経路などのバリア

フリー化を重点的・一体的に進めていく指針として、「我孫子市移動等円滑化基本構想」を

策定しました。 

この基本構想に基づき、現在、高齢者や障害者をはじめ誰もが安心して外出できるまちづ

くりのため、市民をはじめ公共交通事業者、道路管理者、公安委員会など関係機関との連携

を図りながら、駅や道路・建築物などのハード面の整備を進めてきました。 

その後、令和２年にバリアフリー法が刷新され、同法により全ての市町村は、国が定める

基本方針に基づき、旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まっ

た地区について、移動等円滑化の促進に関する方針（移動等円滑化促進方針）又は移動等円

滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（基本構想）を作成するこ

とが努力義務化されました。 

本市では、バリアフリー法改正に合わせ、より本市の実態に即した形で、面的・一体的な

バリアフリー化を推進し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めることを目的として、平成

２０年に策定した「我孫子市移動等円滑化基本構想」を見直すことといたしました。 

 

２．一部改正の内容 

令和３年度に、障害者等を対象に実施した実態調査の結果に基づき、今後進めるべきバリ

アフリー対策として、鉄道駅ホームドア設置等の要望が多かったことを踏まえ、障害者等を

含めた駅利用者の安全対策の確保の観点から、ホームドアの整備について位置づけることと

なりました。 

公共交通特定事業のうち鉄道駅周辺の事業として、ホームドアの整備について追加記載を

行うため、「我孫子市移動等円滑化基本構想」を一部改正します。 

 

３．全面改正について（令和６年度を目途に実施） 

我孫子市移動等円滑化基本構想の全面改正については、令和６年度を目途に改正をする方

向で整備を進めていきます。 
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1. 現況整理 

1.1 バリアフリー新法の概要 

1.1.1 バリアフリー新法制定の背景 

・ 我が国は、急速に高齢化が進んでおり、平成 67（2055）年には国民の 2.5 人に 1 人が 65

歳以上の高齢者となる高齢社会が到来するとされています。 

・ このような社会に対応するため、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活を確保するた

め、移動や施設の利用について利便性及び安全性を向上させることが急務となっています。 

 

わが国においては、諸外国に例を見ないほど急速に高齢化が進んでいます。平成 18

年時点における 65 歳以上の高齢者人口は、過去最高の 2,660 万人となり、総人口に占め

る割合（高齢者率）は 20.8%となっています。厚生労働省の推計によると、高齢者率は、

今後も上昇を続け、平成 67（2055）年には 40.5%に達し、国民の 2.5 人に 1 人が 65 歳

以上の高齢者となる社会が到来するとされています。 

さらに、障害者が社会の様々な活動に参加する機会を確保することが求められている

ことなどからも、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することが

重要になっています。 

そのため、高齢者、障害者等の移動、または施設の利用に係る身体の負担を軽減する

ことにより、利便性及び安全性を向上させることが急務となっています。 

このような社会背景から、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の

円滑化の促進に関する法律」（通称、交通バリアフリー法 平成 12 年制定）と「高齢者、

身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（通称、ハー

トビル法 平成 6 年制定）とを統合した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律」（通称、バリアフリー新法）が平成 18 年 12 月に施行されました。 
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1.1.2 バリアフリー新法における改正点 

・ バリアフリー新法は、ハートビル法と交通バリアフリー法で既に定められていた内容を踏

襲しつつ、この 2 つでは措置されていなかった新しい内容が盛り込まれたものです。 

・ バリアフリー新法に盛り込まれた新しい内容は、次のとおりです。 

（1）対象者の拡充 

（2）対象施設の拡充 

（3）基本構想制度の拡充 

（4）基本構想策定の際の当事者参加 

（5）ソフト施策の充実 

（1）対象者の拡充 

• 身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害者などのすべての障害者が対象となり

ました。 

（2）対象施設の拡充 

• これまでの道路、建築物及び交通機関に、路外駐車場、都市公園、福祉タクシーが追

加されました。 

（3）基本構想制度の拡充 

• バリアフリー化を重点的に進める対象エリア（重点整備地区）が、旅客施設を含まな

い地域にまで拡充されました。 

 

 
 〔出典：政府公報「時の動き」2006 年 12 月号〕 

図 1 重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ 

（4）基本構想策定の際の当事者参加 

• 基本構想策定時の協議会制度が法定化されました。また、住民などからの基本構想の

策定提案制度が創設されました。 

（5）ソフト施策の充実 

• バリアフリー施策の持続的・段階的な発展をめざす「スパイラルアップ」が導入され

ました。また、国民一人一人の「心のバリアフリー」についても規定されました。 
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■参考：バリアフリー新法の概要 

 
 〔出典：国土交通省 HP〕 

図 2 バリアフリー新法の概要 
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■参考：「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律」の基本的枠組み 

 
〔出典：政府公報「時の動き」2006 年 12 月号〕 

図 3 バリアフリー新法の基本的枠組み
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1.1.3 基本構想の策定 

・ 市町村は、国が定める基本方針に基づき、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者

等が利用する施設が集まった地区を対象に「基本構想」を作成することができます。 

・ 基本構想は、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園、建築物、信号機などのバリア

フリー化を重点的かつ一体的に推進するため、対象地区におけるバリアフリー化のための

方針、事業などにより、構成されます。 

市町村は、主務大臣が定める「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、当

該市町村の区域内の「重点整備地区」について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ

一体的な推進に関する基本構想を作成することができます。 

基本構想の策定にあたっては、当該市町村、施設設置管理者（公共交通事業者等、道

路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等）、公安委員会、高齢者、

障害者、学識経験者などにより構成される協議会、もしくは施設設置管理者及び都道府

県公安委員会と協議を行い作成します。 

また、基本構想には、次の事柄を定める必要があります。 

 

・ 重点整備地区における移動等円滑化に関する基本方針 

・ 重点整備地区の位置及び区域 

・ 生活関連施設、生活関連経路及びこれらにおける移動等円滑化に関する事項 

・ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について

移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項 

【特定事業】 

・ 公共交通特定事業 

・ 道路特定事業 

・ 路外駐車場特定事業 

・ 都市公園特定事業 

・ 建築物特定事業 

・ 交通安全特定事業 

・ 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項、その他移動等円滑化の

促進に関する事項 
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1.2 上位計画・関連計画 

・ 我孫子市移動等円滑化基本構想の策定にあたり、上位計画などの関連する計画について整

理します。 

・ 上位計画としては、我孫子市第三次総合計画があります。 

・ また、関連計画として我孫子市都市計画マスタープラン、我孫子市第３次保健福祉総合計

画があります。 

 

 

図 4 我孫子市移動等円滑化基本構想の位置づけ 

● 基本理念・基本方針（目標年度） 

● 重点整備地区 

● 生活関連施設・生活関連経路 

● 整備方針 

我孫子市第３次保健福祉総合計画 我孫子市都市計画マスタープラン 

（計画期間：平成 14年度～平成 33年度） （計画期間：平成 17年度～平成 21年度） 

（計画期間：平成 14年度～平成 33年度） 
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1.2.1 我孫子市第三次総合計画（平成 14年度～平成 33年度） 

（1）計画の目標 

・ 我孫子市の将来のあるべき姿として、「自然環境を文化に高めるまちへ」、「お互いを思

いやる心で元気なまちへ」、「出会いと交流で活力を生むまちへ」の 3 つが掲げられてい

ます。 

・ これらの将来のあるべき姿を踏まえ、「『手賀沼のほとり 心輝くまち』 ～人・鳥・文

化のハーモニー～」を共通目標として定めています。 

・ また、我孫子市第二次基本計画では、第一次基本計画の重点事業の継続性に配慮しつつ、

５つの重点プロジェクトを重点事業と位置づけ、その実現に市民と協働で取り組むことを

を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝《５つの重点プロジェクト》＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出典：我孫子市第三次総合計画 第二次基本計画〕 

図 5 我孫子市第三次総合計画 第二次基本計画における重点プロジェクト 

注）赤枠のプロジェクトは、本基本構想に関連する重点プロジェクト 
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「手賀沼のほとり 心輝くまち」～人・鳥・文化のハーモニー～ 

●自然環境を文化

に高めるまちへ 

●出会いと交流で

活力を生むまちへ 

●お互いを思いやる

心で元気なまちへ 
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（2）具体的施策 

・ 基本構想に関連する重点プロジェクトの「みんなが安全にくらせるまちづくり」の施策と

して「安全な生活環境づくり」を掲げており、「誰もが生涯をとおして、健康で自立した

生活を安心しておくれるまちづくり」の施策として「福祉サービスの充実」を掲げていま

す。 

 

表 1 我孫子市第三次総合計画 第二次基本計画における具体的施策 

（本基本構想との関連事項） 

安全な生活環境づくり 救急医療体制と体系的医療体制の整備・充実 

 消費情報の発信 

 公共施設のバリアフリー化の推進 

 道路のバリアフリー化の推進 

 駅施設のバリアフリー化の推進 

 救急救助体制の強化・充実 

福祉サービスの充実 地域福祉コミュニティの再構築 

 地域介護の充実 

 日中活動の場・住まいの場及び在宅福祉サービスの充実 

 療育・教育システムの充実 

 障害者の就労支援体制の強化 

〔我孫子市第三次総合計画 第二次基本計画を基に作成〕 
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（3）我孫子市第三次総合計画の概要（移動等円滑化基本構想との関連事項） 

a）高齢者支援 

○地域介護の充実                

地域密着型サービスの提供基盤を整備し、身近な場所で必要なサービスを利用できる

環境をつくります。また、市民ボランティアを育成するとともに、地域住民同士で介護

を支え合うしくみをつくります。 

○介護予防に向けた取り組みの充実          

介護予防の重要性の周知を図るとともに、介護予防サポーターの育成やケアマネー

ジャー（介護支援専門員）などの人材の確保を図ります。 

○高齢者の地域交流の促進     

高齢者が地域で交流を行うための場の確保を図るとともに、活動内容をＰＲし、新た

な参加者を増やします。 

○高齢者の社会参加・社会貢献の機会と場の充実  

高齢者による地域活動やボランティア活動、就労の支援を図ります。 

○相談体制の充実       

高齢者への虐待の防止や権利擁護のため、ニーズに応じたサービスの提供ができるよ

う、介護者への支援、相談窓口や成年後見人制度の充実を図ります。また、地域包括支

援センターの体制の強化を図るとともに、相談体制を充実します。 

 

b）障害者支援 

○相談・支援体制の充実  

多様化・複雑化・専門化する相談に対し、福祉行政相談窓口において福祉専門職員の

配置に努めるとともに、土日・夜間等の緊急的な相談に対応するため、民間相談事業者

の育成を図ります。 

○日中活動の場・住まいの場及び在宅福祉サービスの充実 

障害者自立支援法に基づき、施設の新体系への移行や運営の支援、日中活動の場や居

住の場の充実に努めます。また、在宅福祉サービス（訪問系サービスなど）の強化、グ

ループホーム・ケアホームの整備支援の充実を図ります。 

○施設（公設）の機能強化  

障害者のニーズに合った施設サービスを提供するため、支援内容を検討し機能の充実

を図り、基幹型施設として、市内の障害者施設への技術的支援や情報支援、保健・医療・

福祉との連携などの支援を行います。 

○障害予防への取り組み強化  

障害にあわせた運動や栄養指導・住環境整備を行い、障害の重度化及び重複化になら

ないための障害予防に努めます。また、内部障害に関するセミナーなどを開催し、本人・

家族・民間事業所などの啓発を図ります。 
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○啓発活動の充実  

障害者週間（12 月 3 日～9 日）やあびこ福祉まつりのイベント、療育セミナーなどを

開催し、障害者への理解の普及に努めます。 

○療育・教育システムの充実  

就学前の早期発見・早期療育の拠点であるこども発達センターと、学齢期の特別支援

教育の拠点である教育研究所の連携を図り、それぞれの機能の整備や統合を視野に入れ

た取り組みを推進します。また、相談・支援体制の充実を図り、一貫した支援体制の強

化を進めます。 

○障害者の就労支援体制の強化  

就労支援システムの整備を図るとともに、各福祉施設や教育機関で就職準備セミナー

などを開催し、障害者の就労を支援します。また、就労訓練などの場を整備し、障害者

就労に関する事業所への啓発を図ります。 

 

c）公園・緑地の整備・充実 

○公園・緑地の適正配置  

地域による公園・緑地の配置の不均衡を解消するため、既成市街地などにおける街区

公園を整備するとともに、近隣公園など地域の核となる公園の整備を進めます。 

○資源を活用した公園・緑地の整備  

市内に残る豊かな樹林地や、城跡や古墳などの文化・歴史資源を活用した公園・緑地

の整備を進めます。 

○公園の整備と適正な維持管理  

誰もが安心して利用できるよう公園のバリアフリー化を進めるとともに、街区公園な

どが地域のニーズに合った公園となるよう、市民と協働して再整備を進めます。また、

老朽化した公園施設について、計画的に維持補修を進めます。さらに、交通アクセスの

改善などにより、公園の利用向上を図ります。 

○市民の自主的な活動への支援  

地域住民の主体的な公園づくり活動を支援します。また、みどりのボランティアの拡

充などにより、地域に残る貴重な緑の質の向上を図ります。 

 

d）身近な活動施設の整備・充実 

○身近な活動・交流施設の計画的整備  

近隣センターの計画的整備を推進するとともに、学校施設の有効活用、福祉施設や空

き店舗などの既存施設の活用を進め、地域交流の活動拠点を充実します。 

○自治会施設の整備・改修支援  

自治会集会施設の修繕や整備に対して支援を行います。 

○公共施設のバリアフリー化の推進  

市庁舎をはじめ、バリアフリー化が十分ではない公共施設のバリアフリー化を計画的

に進めます。 

○老朽施設の計画的な改修     

老朽施設については、代替施設の有無や利用実態を勘案し、計画的に改修します。 
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e）徒歩・自転車環境の整備 

○道路のバリアフリー化の推進  

誰もが安全で快適に通行できるよう、歩道の段差解消や障害物の除去など、バリアフ

リー化や安全施設の整備を図ります。 

○歩行者通行帯の確保   

踏み切りの改良や我孫子駅自由通路の整備など、歩行者通行帯の確保を進めます。 

○自転車通行の安全性・利便性の確保  

自転車通行の安全性の確保を進めるとともに、歩行者の安全に配慮した自転車の運転

マナーを向上させるための啓発活動を行います。 

○自転車駐車場の利用促進   

自転車駐車場の一時使用の充実など利用率の向上を図ります。 

 

f）公共交通の利便性の向上 

○鉄道の輸送力と利便性の向上   

通勤・通学者の重要な交通手段であるJR成田線の増発、終電車の時刻繰り下げなどを

JR東日本に働きかけます。また、JR常磐線の特別快速の我孫子駅停車、快速電車の削減

ダイヤの復元、東京駅乗り入れなど、輸送力と利便性の向上をJR東日本に働きかけます。 

○バスの輸送力と利便性の向上    

駅や各施設への重要な交通手段であるバス路線の延長など、バス輸送力と利便性の向

上を図ります。また、誰もが安心してバスを利用できるよう、低床車両の導入を促進し

ます。 

○駅施設のバリアフリー化の推進   

誰もが安心して駅施設を利用できるよう、各駅にエレベーター・エスカレーターを設

置するとともに、駅構内へのエレベーターの設置を促進します。 

 

g）良質な住宅供給の推進 

○市営住宅の質的向上と充実  

市営住宅については、老朽施設の改修、バリアフリー化の推進、耐震性の確保などを

計画的に進めます。また、住宅困窮者の需要に対応するため、UR 都市機構住宅（旧公

団住宅）、公営住宅、民間住宅の活用を視野に入れた、より広い枠組みの中で、今後の

市営住宅の供給についての方針を策定し、合理的かつ効率的な市営住宅の整備と管理を

進めます。 

○住宅支援策の充実    

住生活に対する市民の多様なニーズに対応できるよう、住まいに関わる相談窓口や助

成制度、耐震相談・耐震診断などの住宅支援事業の充実を図ります。高齢者や障害者が

豊かな住生活をおくれるよう、バリアフリー化を支援するとともに、市民への総合的な

情報提供、啓発活動を充実します。 
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1.2.2 我孫子市都市計画マスタープラン（平成 14年度～平成 33年度） 

・ 都市計画マスタープランでは、我孫子市基本構想に示された将来都市像の実現に向けて、

地域のあるべき姿や都市づくりの課題を踏まえ、これらに対応した都市整備の方針を定め

ています。 

・ また、今後の都市づくりを総合的に進めていくための計画が示されています。 

 

（1）都市づくり目標 

・ 市民・事業者・市の相互の連携や協力により、都市の成熟とともに多様な文化が生まれる

活力ある舞台の形成をめざし、都市づくりの目標が定められています。 

・ 目標の 1 つとして、「道路づくり・バリアフリー化を推進し、安全で快適に暮らせる都市

づくり」があります。 

 

■都市づくり目標 

・ 自然環境を保全し、自然を身近に感じられる都市づくり 

・ 資源循環を推進し、都市化による環境への負荷を軽減する都市づくり 

・ 道路づくり・バリアフリー化を推進し、安全で快適に暮らせる都市づくり 

・ 住宅づくりを支援し、誰もが住みつづけられる都市づくり 

・ 景観形成を推進し、個性と魅力ある都市づくり 

・ 地域特性を踏まえた地区拠点や中心拠点整備を推進し、交流やにぎわいのある都市づくり 
 

（2）都市計画マスタープランの概要（移動等円滑化基本構想との関連事項） 

・ 「道路づくり・バリアフリー化を推進し、安全で快適に暮らせる都市づくり」の実現に向

けて、整備方針が定められています。 

 

1) 道路・交通施設の整備方針 

  ・歩道空間のバリアフリー化 

  ・人にやさしい駅前空間づくり 

2) 公園・緑地の整備方針 

  ・公園のバリアフリー化 

3) 公共公益施設の整備方針 

  ・誰もが利用しやすい快適な施設づくり 

4) 住宅の整備方針 

  ・バリアフリーの住宅づくり 
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（3）地区別の整備方針（移動等円滑化基本構想との関連事項） 

・ 都市計画マスタープランにおいて、人にやさしい魅力的な道路空間づくり、快適で利用し

やすい公共交通網づくりに関する整備方針が地区別にまとめられています。 

 

表 2 地区別の整備方針 

 人にやさしい魅力的な道路空間づくり 快適で利用しやすい公共交通網づくり 

我孫子地区 ・ 公園坂通りは、歩行者が安全に行

き交うことができる空間を形成 

・ 国道 356 号は、誰もが歩きやすい

歩道空間の整備を県に要請 

・ JR 我孫子駅北口は、エレベーター

とエスカレーターの設置を関係機

関と協議し進めていくとともに、

音声誘導装置の設置を推進（実施

済） 

天王台地区 ・ 国道 356 号は、誰もが歩きやすい

歩道空間の整備を県に要請 

・ 都市計画道路下ヶ戸・泉線は、バ

リアフリー化を推進 

・ JR 天王台駅南口は、エレベーター

とエスカレーターの設置を関係機

関と協議し進めていくとともに、

音声誘導装置の設置を推進（実施

済） 

湖 北 地 区 ・ 国道 356 号は、誰もが歩きやすい

歩道空間の整備を県に要請 

・ JR 湖北駅北口は、エレベーターと

エスカレーターの設置や、音声誘

導装置の設置を推進（実施済） 

新 木 地 区 ・ 国道 356 号は、歩道空間の整備を

県に要請 

・ 地区北側の福祉施設周辺について

は、歩道空間のバリアフリー化を

推進 

・ JR 新木駅については、地区南北の

連携を強化するため、橋上駅舎の

整備の検討 

布 佐 地 区 ・ 国道 356 号は、誰もが歩きやすい

歩道空間の整備を県に要請 

・ JR布佐駅から布佐酉町方面への一

部の道路については、コミュニ

ティ道路として整備し、通過交通

を排除することで、歩行者の安全

性の確保 

・ JR 布佐駅東口と南口は、エレベー

ターとエスカレーターの設置や、

音声誘導装置の設置を推進（実施

済） 

〔我孫子市都市計画マスタープランを基に作成〕 
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1.2.3 我孫子市第 3次保健福祉総合計画（平成 17年度～平成 21年度） 

（1）保健福祉総合計画の目標 

・ 我孫子市らしい保健・医療・福祉の在り方や施策を定めるとともに、施策の内容や実施時

期についても明らかにしたもので、ライフステージに沿って、８つの目標が定められてい

ます。 

・ その中において、ライフステージを通じての目標として「安心とゆとりの生活基盤を整え

るまちづくり」が定められており、「関係機関や事業者、市民と連携し、安心して生活で

きる生活環境の整備とバリアフリー化の普及、啓発に取り組んでいきます」としています。 

 

表 3 ライフステージと目標 

ライフステージ 目標 

妊娠・出産・乳幼児期 

（0～5 歳） 

出産と子育てに安心とゆとりが感じられる環境づくり 

子どもの成長と子育てを社会全体で支援するまちづくり 

学童期（6～12 歳） 子どもが明るくのびのびと育つ環境づくり 

思春期（13～18 歳） 中高生の健やかな育成を支える環境づくり 

青年・壮年期（19～64 歳） はつらつとした生活の基盤となる健康づくり 

高齢期（65 歳以上） 誰もが健康でいきいきとした生活を高めるまちづくり 

ライフステージを通じて 

すべての市民が安心して暮らせる体系的なサービスの充実 

安心とゆとりの生活基盤を整えるまちづくり 

〔我孫子市第 3 次保健福祉総合計画を基に作成〕 
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（2）保健福祉総合計画の概要（移動等円滑化基本構想との関連事項） 

・ 「安心とゆとりの生活基盤を整えるまちづくり」を実現するため、具体的な方針が示され

ています。 

 

a）公園や緑地などの整備・保全 

市内の豊かな自然を保全し、市民が健康づくりや地域交流に活用できるよう公園を整

備していきます。 

 

b）地域医療体制の整備・推進 

地域の健康を支える医療体制を充実するため、救急医療体制の整備を推進するととも

に、市民が医療サービスを利用しやすい体制の整備をします。 

 

c）バリアフリーのまちづくり整備・推進 

バリアフリーのまちづくりは、施設整備だけでなく、視覚障害者誘導用ブロック上の

障害物や放置自転車の問題など、市民の理解と協力が必要不可欠です。「バリアフリー

は一部の障害を持つ人だけの問題ではなく市民共通の問題であること」をすべての人が

認識できるよう、関係機関や事業者と連携しバリアフリー化の普及・啓発に取り組みま

す。 

 

d）公共交通機関の整備・充実 

市内各駅へのエレベーター、エスカレーターの設置や、超低床路線バスの導入促進な

ど、公共交通のバリアフリー化を進めるとともに、新たな市民バスの運行や送迎バスの

空席を活用した高齢者や障害者など誰もが安全で快適に移動できる環境をつくります。 
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1.3 市域の現況把握 

（1）地勢・自然の状況 

・我孫子市は、海抜約 20m、南北延長は最長部で約 4 ㎞、東西延長約 14 ㎞で、面積はおよ

そ 43.19 平方 km である。 

・地理的には千葉県の北西部に位置し、東に印西市、南、西には柏市があり、北は利根川を

はさんで、茨城県取手市と隣接し、手賀沼と利根川とにはさまれた細長い馬の背状の土地と

なっている。 

・地質は、第四紀古層と第四紀新層とからなっており、豊かな水と緑と太陽に恵まれ、しか

も都心から約 40 ㎞以内の近距離にあり、常磐線で 35 分という地理的な条件から首都圏住宅

都市として発展しており、手賀沼と利根川の自然がおりなす四季の移り変わりは景勝地とし

て絶好である。 

表 4 位  置 

区分 所在地 東経 北緯 

我孫子市役所 我孫子字並塚 1858 140°01’ 53” 35°51’ 40” 

最 東 端 布佐字網代場地先（利根川） 140°08’ 55” 35°50’ 34” 

最 西 端 根戸字根切 344-13 139°59’ 30” 35°52’ 35” 

最 南 端 布佐字大割 3794 140°08’ 08” 35°50’ 14” 

最 北 端 北新田地先（利根川） 140°02’ 04” 35°53’ 52” 

〔出典：我孫子市の統計 2006〕 
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〔国土地理院 数値地図 25000 を基に作成〕 
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（2）人口・高齢者数・障害者の状況 

a）人口・世帯数 

・ 本格的に手賀沼の干拓事業が行われたのち､1970年(昭和 45年)代以降は東京のベッドタウ

ンとして宅地開発が進行し、人口が急増してきました。 

・ 昭和 45 年から昭和 60 年にかけて人口が大幅に増加し、平成 2 年以降は、増加の勢いは衰

えたものの緩やかな人口増加傾向にあります。 

・ 平成 20 年 1 月時点での人口は約 13 万 4 千人、世帯数は約 5 万 3 千となっています。 

・ 平成 33 年の推計人口は 13 万 3.5 千人と予想されます。 

・ 第三次総合計画では目標人口を 15 万人(平成 33 年)としています。 

 

  

 
〔出典：S45～H19 市民課資料、H20～H33 我孫子市第三次総合計画〕 

図 6 人口・世帯数の推移 
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b）字別人口密度・世帯密度 

・ 市内の人口の分布を見ると、市西部、特に JR 我孫子駅周辺及び JR 天王台駅周辺の人口密

度が高く、多くの人が住んでいることが分かります。 

・ また、世帯密度も同じような傾向にあります。 
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〔市民課資料を基に作成〕 

図 7 字別人口密度 
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〔市民課資料を基に作成〕 

  図 8 字別世帯密度 
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c）高齢者の割合 

・ 平成 20 年 1 月時点で人口に占める高齢者（65 歳以上）の割合は 20.2%となっています。 

・ また、平成 33 年までに高齢者の割合が 30.0%まで増加すると予測しています。 

 

 
〔出典：S45～H20 国勢調査、市民課資料、H21～H33 我孫子市第三次総合計画〕 

図 9 高齢者の割合 
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d）字別高齢者人口 

・ 市西部において高齢者人口密度が高い地域があります。 

・ JR 天王台駅北部、JR 湖北駅南部、JR 新木駅北部に高齢者人口密度が高い地域があります。 

・ また、人口に占める高齢者の割合は、どの地域においてもおおむね 10～20%となっていま

す。 
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〔H12 国勢調査を基に集計〕 

図 10 字別高齢者人口密度 
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〔H12 国勢調査を基に集計〕 

図 11 字別高齢者人口比率 
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e)障害者数 

・ 身体障害者の推移は緩やかな増加傾向にあり、平成 20 年 1 月時点で 2,877 人となっていま

す。 

・ その内訳は、肢体不自由の人が最も多く 54%、次に内部障害のある人が 31%、視覚障害の

ある人が 8%となっています。 

・ 知的障害のある人も緩やかな増加傾向にあり、平成 20 年 1 月時点で知的障害を有する人

は、597 人となっています。 

・ その内訳をみると重度の障害のある人が最も多く 44%であり、中度の障害のある人が

27%、軽度の障害のある人が 29%となっています。 

 
〔出典：生活支援課資料〕 

図 12 身体障害者数 

 

 
〔出典：生活支援課資料〕 

図 13 知的障害者数 
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（3）交通の状況 

a）道路網 

・ 主要な道路としては、本市から東京方面と茨城方面を連絡する国道 6 号、市街地を東西に

連絡する国道 356 号、県内の南北交通を担う県道船橋我孫子線、東西の通過交通を担う県

道我孫子利根線、都市計画道路根戸新田・布佐下線があげられます。 

・ また、23 路線（延長約 6km）の都市計画道路が計画されています。 
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（我孫子市生活環境図集 1998 を基に作成） 

図 14 現況道路網 
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〔我孫子都市計画図（H11）を基に作成〕 

  図 15 都市計画道路 
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b）鉄道 

・ 鉄道は、JR 常磐線と JR 成田線が通り、JR 我孫子駅から JR 上野駅まで約 35 分、JR 成

田駅まで約 40 分の所要時間となっています。また、JR 常磐線に 2 駅、JR 成田線に 4 駅

が設置されています。 
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図 16 鉄道網 
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c）駅別平均乗車人員と駅への交通手段 

 

・ 平成 18 年現在、最も乗車人員が多い駅は JR 我孫子駅で 29,828 人、次に JR 天王台駅の

23,206 人となっています。 

・ 駅への交通手段は、JR 常磐線では乗用車、路線バスの利用が多く、JR 成田線では、自転

車の利用が多い形態となっています。 

 

 
※JR 東我孫子駅は、平成 18 年度の乗車人員が公表されていないため平成 17 年度値 

〔出典：JR 東日本資料〕 

図 17 鉄道駅別の平均乗車人員の推移 
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図 18 駅別の端末交通手段構成比 
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d）バス交通 

・ 市内の路線は、阪東自動車株式会社と株式会社ニュー東豊、大利根交通自動車株式会社に

より、市内の駅を起点として運行されています。 

・ また、平成 17 年よりコミュニティバス「あびバス」が 3 路線運行しています。 

・ 同じく平成 17 年より、病院、自動車教習所、学校などで運行している送迎バスの空席を活

用し、65 歳以上の人及び障害者の人（同伴者を含む）が、無償でバスに乗車できる外出支

援事業も実施しています。 

※路線は平成19年11月時点
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図 19 バス路線図 
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図 20 送迎バスを活用した外出支援事業が活用できる路線 
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2. 基本構想策定にあたっての考え方 

2.1 策定の目的 

我孫子市移動等円滑化基本構想は、「我孫子市第三次総合計画」及び「我孫子市都市

計画マスタープラン」に掲げるまちの将来像の実現に寄与するとともに、高齢者や障害

者その他移動に困難を生ずる人などの円滑な移動を支援するため、今後重点的に整備す

べき区域を重点整備地区として定め、地区内において実施すべき事業などについて示す

ことを目的として策定します。 

 

2.2 策定体制 

基本構想の策定にあたっては、市関係各課で組織する策定会議と市民をはじめ、学識

経験者、障害者関係団体、道路管理者、公安委員会、公共交通事業者、国・県・市など

で構成する「我孫子市移動等円滑化基本構想策定協議会」を設置し、協議、調整を行い、

基本構想（案）をとりまとめます。 

 

我孫子市移動等円滑化基本構想策定協議会 
（法第 26 条） 

《 基本構想(案)の策定 》 
○ 基本理念、基本方針の検討 

○ 重点整備地区、生活関連経路の検討 

○ 特定事業の検討 

《構成》 
・学識経験者 
・高齢者･障害者関係団体 
・道路管理者 
・公安委員会 
・公共交通事業者 
・国･県･市 
・その他 

我孫子市移動等円滑化基本構想策定会議 

 

《 基本構想(素案)の策定 》 

《構成》 

・企画調整室    ・生活支援課 

・市民活動支援課   ・交通課(事務局) 

・市民安全室    ・道路課 

・商工観光課    ・都市計画課 

・福祉総合相談室  ・公園緑地課 

・介護支援課    ・地域整備課 

・教育委員会総務課 ・住宅課 

庁 議 
我孫子市移動等円滑化基本構想の決定 

基本構想(案)の提出 

提案 

提言 
市 民 参 画 

（法第 25 条第 6 項） 

・パブリックコメント 

・駅まち点検調査 

・子育てﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｱﾝｹｰﾄ調査 

・その他 

意見 

回答 

主務大臣,国,県,公安委員会に提出 
（法第 25 条第 10 項） 

我孫子市移動等円滑化基本構想の公表 

図 22 我孫子市移動円滑化基本構想の策定体系図 

基本構想の送付 
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2.3 目標年 

バリアフリー新法第 3 条に基づく国の基本方針（移動等円滑化の促進に関する基本方

針）では、バリアフリー化の目標を平成 22 年（2010 年）と設定しています。 

我孫子市移動等円滑化基本構想についても、国の基本方針と整合を図るため、平成 22

年（2010 年）を目標として設定します。 

なお、地形的制約や沿道の市街化状況等により移動等円滑化基準に適合することが困

難な施設・経路等については、平成 22 年までに整備することが難しいことが想定される

ため、平成 23 年以降も含めた長期的な視野のもとで整備を行うこととします。 

 

 

図 23移動等円滑化基本構想の目標年 
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2.4 本市における移動等円滑化の基本理念と基本方針 

「我孫子市第三次総合計画」（計画期間：平成 14 年度～平成 33 年度）では、自然環

境を文化に高めるまちへ、お互いを思いやる心で元気なまちへ、出会いと交流で活力を

生むまちへ、との将来都市像をもとに『手賀沼のほとり 心輝くまち ～人・鳥・文化

のハーモニー～』を共通の目標としています。また、施策の大綱では安全で快適な歩行

者空間の充実、生活道路の安全性向上などをはじめとする「総合的な交通環境の整備」

を掲げています。 

 

また、「我孫子市都市計画マスタープラン」（目標年次：平成 33 年度）では、総合計

画の実現に向けて、都市整備の方針を定めています。そこでは、都市基盤や生活環境上

の課題として「バリアフリーに配慮した都市基盤の整備」を挙げた上で、都市づくりの

方針に、道路空間、公園、公共公益施設、住宅のバリアフリー化などが盛り込まれてい

ます。 

 

そこで、本市における移動等円滑化においては、誰もが支障なく利便性や快適性が確

保された中で安全に移動でき、生活の必要性に応じた施設やサービスを容易に利用でき

るとともに、本市のさまざまな地域資源とふれあうことができるまちづくりをめざし、

以下の基本理念を定めることとします。 

 

【基本理念】 

 

上記基本理念から、本市において移動等円滑化を進める際の基本的な考え方として、

以下に示す４つの基本方針を設定します。 

 

【基本方針】 

 

誰もが安全・安心・快適に 

我孫子の人・自然・文化に出会えるまちづくり 

1. 誰にとっても安全・安心・快適なまちづくりを進めます 

2. 市民参画型のバリアフリー化を進めます 

3. 関係機関の連携により一体的なバリアフリー空間を整備します 

4. 心のバリアフリー社会の実現と市民の理解を深めます 
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基本方針 1 誰にとっても安全・安心・快適なまちづくりを進めます 

 

公共交通機関や建築施設、歩行者空間のバリアフリー化を進めることで、誰も

が、いつでも、どこでも、安全・快適に移動でき、あらゆる人に配慮したまちづ

くりを進めます。また、違法駐車や放置自転車など、歩行者の通行を妨げる行為

がなされないよう交通マナーの改善についても取り組みます。 

 

 

基本方針 2 市民参画型のバリアフリー化を進めます 

 

健常者をはじめ高齢者・障害者、その他移動に困難を来たす人たちの意見の反

映に努め、市民参画型のバリアフリー化のまちづくりを進めます。 

 

 

基本方針 3 関係機関の連携により一体的なバリアフリー空間を整備します 

 

バリアフリーに関する事業実施主体となる施設設置管理者（公共交通事業者等、

道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等）の密接な連携の

もと、整備効果の高い事業の内容を具体的に検討し、各事業者の主体的な参加を

得ることにより、一体的かつ連続的なバリアフリー空間の整備をめざします。 

 

 

基本方針 4 心のバリアフリー社会の実現と市民の理解を深めます 

 

高齢者や障害者、妊婦や乳幼児同伴者など、誰もが快適な日常生活と積極的な

社会参加を可能とするため、ハード面におけるバリアフリー化だけでなく、これ

らを利用しやすい環境づくりとして、心のバリアフリーの推進を図ります。 
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3. 重点整備地区及び生活関連経路の検討 

3.1 重点整備候補地区の概要 

・ 平成 11 年度に策定された「人にやさしいまちづくり整備計画書」において、我孫子地区、

天王台地区、湖北地区、新木地区、布佐地区の 5 地区が整備地区に指定されました。 

・ 今回、新たに策定する移動等円滑化基本構想は、この 5地区の駅を中心としたおおむね 1km

圏を重点整備候補地区とします。 

210

Kilometers

一般国道6号一般国道6号一般国道6号一般国道6号一般国道6号一般国道6号一般国道6号一般国道6号一般国道6号

一般国道356号一般国道356号一般国道356号一般国道356号一般国道356号一般国道356号一般国道356号一般国道356号一般国道356号

JR常磐線

JR成田線JR成田線JR成田線JR成田線JR成田線JR成田線JR成田線JR成田線JR成田線

布佐地区布佐地区布佐地区布佐地区布佐地区布佐地区布佐地区布佐地区布佐地区

新木地区新木地区新木地区新木地区新木地区新木地区新木地区新木地区新木地区

湖北地区湖北地区湖北地区湖北地区湖北地区湖北地区湖北地区湖北地区湖北地区

天王台地区天王台地区天王台地区天王台地区天王台地区天王台地区天王台地区天王台地区天王台地区

我孫子地区我孫子地区我孫子地区我孫子地区我孫子地区我孫子地区我孫子地区我孫子地区我孫子地区

 

図 24重点整備候補地区 

 

表 5 重点整備候補地区の概況 

 我孫子地区 天王台地区 湖北地区 新木地区 布佐地区 

常 住 人 口  33,829 人  29,219 人  14,518 人  10,942 人  9,518 人 

高齢者人口  6,045 人  5,048 人  3,560 人  2,274 人  2,366 人 

高 齢 者 

人 口 比 率 
 17.9 %  17.3 %  24.5 %  20.8 %  24.9 % 

世 帯 数  13,807 世帯  11,818 世帯  6,037 世帯  4,055 世帯  3,764 世帯 

駅利用者数*  59,656 人  46,412 人  9,134 人  5,942 人  8,902 人 

バス運行本数 

かっこ内は土日休

日運行本数 

201（240） 天王台：386（375） 

東我孫子：131（171） 

133（166） 

 

43（58） 

 

47（55） 

 

※ 鉄道乗車人員を 2 倍にして換算。なお JR 東我孫子駅については、乗車人員は不明なため、集計から除外した。 

※ 常住人口、高齢者人口、高齢者人口比率、世帯数については、おおむね駅から 1km 圏域に含まれる字を対象に集計した。 

〔出典：H20 介護支援課資料（高齢者人口、高齢者人口比率）、H20 市民課資料（常住人口、世帯数）、駅乗車人員：H18 JR 東日本資料〕 

  

人口集計町丁目

駅から1km圏

N 
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（1）公共公益施設等の立地状況 

・ 重点整備候補地区の 5 地区について、重点候補地区内（おおむね 1km 圏）の公共公益施設

の立地状況を把握します。 

 

 



3. 重点整備地区及び生活関連経路の検討 

 

 32 

 

a）我孫子地区 

・ JR 我孫子駅周辺及びつくし野において、官公庁施設や商業施設の集積が見られます。 

・ また、我孫子地区南部には大規模な都市公園として、手賀沼公園、根戸船戸緑地が立地し

ています。 

表 6 公共公益施設等一覧（我孫子地区）（1/2） 

 名称 距離(m)   名称 距離(m) 

官
公
庁
施
設 

我孫子行政サービスセンター 170  学
校
教
育
施
設 

ひかり幼稚園 480 

つくし野行政サービスセンター 960  めばえ幼稚園 530 

我孫子駅前交番 40  つくしの幼稚園 1,020 

つくし野交番 980  我孫子第四小学校 560 

文
化
施
設 

市民活動ステーション 170  我孫子第一小学校 950 

我孫子市民プラザ 510  根戸小学校 1,130 

生涯学習センター(アビスタ) 

・我孫子地区公民館 

・市民図書館 

790 

 白山中学校 630 

 商
業
施
設 

我孫子駅前郵便局 160 

 我孫子緑郵便局 400 

集
会
施
設 

寿市民センター 800  我孫子つくし野郵便局 950 

我孫子南近隣センター 170  千葉銀行我孫子支店 120 

(仮称)我孫子北区域近隣センター（計画中） 540  京葉銀行我孫子支店 160 

医
療
施
設 

あびこクリニック 290  東京ベイ信用金庫我孫子支店 460 

アビコ外科整形外科病院 480  常陽銀行我孫子支店 500 

東葛辻仲病院 990  千葉信用金庫我孫子支店 1,110 

福
祉
施
設 

アンジェリカ保育園 320  農業協同組合我孫子支店 830 

緑保育園 390  イトーヨーカドー 220 

並木保育園 590  エスパ 510 

寿保育園 840  ライフ 690 

つくし野保育園 1,030  富士ガーデン 980 

根戸保育園 1,150  ケーズデンキ我孫子 1,300 

西部福祉センター 880  路
外
駐
車
場 

我孫子北口駅前駐車場 110 

根戸福祉センター 1,160  
 特別養護老人ホームつくし野荘 1,320  

ベストライフ我孫子 800 

 

※距離は JR 我孫子駅からの直線距離 
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表 7 公共公益施設等一覧（我孫子地区）（2/2） 

 名称 距離(m)   名称 距離(m) 

都
市
公
園 

我孫子駅南口 2 号公園 210  都
市
公
園 

つくし野 4 号公園 920 

我孫子駅南口 1 号公園（事業中） 280  緑雁明緑地（都市緑地） 950 

つくし野 3 号公園 700  根戸船戸緑地（都市緑地） 980 

緑南作緑地（都市緑地） 710  つくし野 2 号公園 1,020 

つくし野 1 号公園 780  つくし野 6 号公園 1,030 

根戸古墳公園 840  つくし野 5 号公園 1,070 

手賀沼公園（地区公園） 850  若松 1 号公園 1,100 

上谷津公園 870  若松 2 号公園 1,340 

 

※距離は JR 我孫子駅からの直線距離 
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1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m

生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）生涯学習センター（アビスタ）
・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館・我孫子地区公民館
・市民図書館・市民図書館・市民図書館・市民図書館・市民図書館・市民図書館・市民図書館・市民図書館・市民図書館

手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園手賀沼公園

ライフライフライフライフライフライフライフライフライフ

京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店京葉銀行我孫子支店

我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場我孫子北口駅前駐車場

緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地緑南作緑地

つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園つくし野3号公園

つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園つくし野2号公園

つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園つくし野6号公園

つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園つくし野5号公園

つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園つくし野4号公園

つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園つくし野1号公園西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター西部福祉センター
根戸保育園根戸保育園根戸保育園根戸保育園根戸保育園根戸保育園根戸保育園根戸保育園根戸保育園

我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター我孫子南近隣センター
我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター我孫子行政サービスセンター
市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション市民活動ステーション

並木保育園並木保育園並木保育園並木保育園並木保育園並木保育園並木保育園並木保育園並木保育園
(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター(仮)我孫子北区域近隣センター

我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番我孫子駅前交番

我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局我孫子駅前郵便局

我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園我孫子駅南口一号公園
イトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドー千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行

常陽銀行常陽銀行常陽銀行常陽銀行常陽銀行常陽銀行常陽銀行常陽銀行常陽銀行

アンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカ

東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫東京ベイ信用金庫

我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園我孫子駅南口二号公園

つくし野交番つくし野交番つくし野交番つくし野交番つくし野交番つくし野交番つくし野交番つくし野交番つくし野交番

つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園つくしの幼稚園

富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン富士ガーデン

我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局我孫子緑郵便局

我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ我孫子市民プラザ
アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院アビコ外科整形外科病院

エスパエスパエスパエスパエスパエスパエスパエスパエスパ

緑保育園緑保育園緑保育園緑保育園緑保育園緑保育園緑保育園緑保育園緑保育園

あびこクリニックあびこクリニックあびこクリニックあびこクリニックあびこクリニックあびこクリニックあびこクリニックあびこクリニックあびこクリニック

ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園ひかり幼稚園

若松1号公園若松1号公園若松1号公園若松1号公園若松1号公園若松1号公園若松1号公園若松1号公園若松1号公園

緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地緑雁明緑地

農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合

千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫千葉信用金庫

我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校我孫子第一小学校

白山中学校白山中学校白山中学校白山中学校白山中学校白山中学校白山中学校白山中学校白山中学校

我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校我孫子第四小学校

上谷津公園上谷津公園上谷津公園上谷津公園上谷津公園上谷津公園上谷津公園上谷津公園上谷津公園

根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター根戸福祉センター

我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局我孫子つくし野郵便局

ケーズデンキケーズデンキケーズデンキケーズデンキケーズデンキケーズデンキケーズデンキケーズデンキケーズデンキ

若松2号公園若松2号公園若松2号公園若松2号公園若松2号公園若松2号公園若松2号公園若松2号公園若松2号公園

寿保育園寿保育園寿保育園寿保育園寿保育園寿保育園寿保育園寿保育園寿保育園

寿市民センター寿市民センター寿市民センター寿市民センター寿市民センター寿市民センター寿市民センター寿市民センター寿市民センター

根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園根戸古墳公園

つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園つくし野保育園

東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院東葛辻仲病院

根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地根戸船戸緑地

根戸小学校根戸小学校根戸小学校根戸小学校根戸小学校根戸小学校根戸小学校根戸小学校根戸小学校

我孫子駅我孫子駅我孫子駅我孫子駅我孫子駅我孫子駅我孫子駅我孫子駅我孫子駅

つくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンターつくし野行政サービスセンター

ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子ベストライフ我孫子

めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園めばえ幼稚園

並木小学校並木小学校並木小学校並木小学校並木小学校並木小学校並木小学校並木小学校並木小学校

中央学院大学中央学院大学中央学院大学中央学院大学中央学院大学中央学院大学中央学院大学中央学院大学中央学院大学

官公庁施設
文化施設
集会施設
医療施設
福祉施設
学校教育施設
商業施設
大規模駐車場
都市公園

 
図 25公共公益施設等立地状況（我孫子地区） 

 

N 



3. 重点整備地区及び生活関連経路の検討 

 

 34 

 

b）天王台地区 

・ JR 天王台駅北側に、商業施設の集積が見られます。 

・ JR 天王台駅の約 700m 南側に、JR 東我孫子駅が立地しています。 

・ また、天王台西公園、柴崎 3 号公園といった比較的大きな公園が点在しています。 

 

表 8 公共公益施設等一覧(1/2)（天王台地区） 

 

名称 距離(m)  

 

名称 距離(m) 

官
公
庁
施
設 

天王台行政サービスセンター 170  福
祉
施
設 

グループホーム  ワカバあびこ 830 

我孫子市役所 1,480  グループホーム ヴィスタリオ 860 

教育委員会・水道局 910  介護老人保健施設クレオ 1,400 

我孫子警察署 820  我孫子市社会福祉協議会 1,480 

 

天王台交番 170  ケアホーム キャロット 700 

東我孫子駐在所 690  ケアホーム むつぼし生活寮 700 

文
化
施
設 

鳥の博物館 1,560  ケアホーム オニオン 700 

  

 

学
校
教
育
施
設 

エーデル幼稚園 750 

集
会
施
設 

天王台北近隣センター 430  我孫子第三小学校 690 

近隣センターこもれび 960  高野山小学校 1,140 

医
療
施
設 

我孫子聖仁会病院 1,060  我孫子中学校 800 

我孫子東邦病院 1,400  川村学園女子大学 1,200 

 

福
祉
施
設 

天王台双葉保育園 610  商
業
施
設 

千葉銀行天王台支店 80 

東あびこ保育園 690  千葉興業銀行我孫子支店 100 

川村学園女子大学附属保育園 1,260  京葉銀行天王台支店 130 

我孫子市ファミリーサポートセンター 80  我孫子柴崎台郵便局 280 

老人保健施設葵の園・我孫子 470  我孫子郵便局 650 

ガーデンコート天王台 590  東我孫子駅前郵便局 690 

小規模作業所かっぱの家 640  我孫子泉郵便局 860 

病児保育室ワイズ 400  ホテルマークワンアビコ 170 

障害者支援施設 むつぼし 760  ユアースポーツ 750 

 

   ミナトスポーツクラブ 160 

 

※距離は JR 天王台駅からの直線距離 
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表 9 公共公益施設等一覧(2/2)（天王台地区） 

 

名称 距離(m)  

 

名称 距離(m) 

都
市
公
園 

柴崎１号公園 230  都
市
公
園 

柴崎５号公園 640 

天王台西公園（近隣公園） 240  柴崎４号公園 740 

柴崎２号公園 310  青山台２号公園 880 

柴崎３号公園（近隣公園） 390  青山台３号公園 940 

天王台東公園 470  青山台５号公園 960 

天王台南公園 550  青山台１号公園 1,330 

浅野谷 3 号公園 560  
 

  

 

※距離は JR 天王台駅からの直線距離 
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グループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこグループホームワカバあびこ

天王台西公園天王台西公園天王台西公園天王台西公園天王台西公園天王台西公園天王台西公園天王台西公園天王台西公園
小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家小規模作業所かっぱの家

エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園エーデル幼稚園

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター

ミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブミナトスポーツクラブ

千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行千葉興業銀行

ケアホームケアホームケアホームケアホームケアホームケアホームケアホームケアホームケアホーム
キャロットキャロットキャロットキャロットキャロットキャロットキャロットキャロットキャロット

柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園柴崎2号公園

ケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオンケアホームオニオン

我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校我孫子第三小学校

柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園柴崎3号公園
天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園天王台双葉幼稚園

我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局我孫子柴崎台郵便局

障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし障害者支援施設　むつぼし

青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園青山台1号公園

青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園青山台5号公園

青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園青山台3号公園

青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園青山台2号公園

柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園柴崎4号公園

柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園柴崎5号公園

天王台東公園天王台東公園天王台東公園天王台東公園天王台東公園天王台東公園天王台東公園天王台東公園天王台東公園

柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園柴崎1号公園

天王台交番天王台交番天王台交番天王台交番天王台交番天王台交番天王台交番天王台交番天王台交番
ホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコホテルマークワンアビコ

千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行

京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行

ユアースポーツユアースポーツユアースポーツユアースポーツユアースポーツユアースポーツユアースポーツユアースポーツユアースポーツ

我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局我孫子郵便局

我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局我孫子泉郵便局

我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署我孫子警察署

葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子葵の園・我孫子
グループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオグループホーム　ヴィスタリオ

天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター天王台北近隣センター

天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター天王台行政サービスセンター

川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園川村学園女子大学附属保育園

我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院我孫子聖仁会病院

天王台南公園天王台南公園天王台南公園天王台南公園天王台南公園天王台南公園天王台南公園天王台南公園天王台南公園

高野山小学校高野山小学校高野山小学校高野山小学校高野山小学校高野山小学校高野山小学校高野山小学校高野山小学校

我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院我孫子東邦病院

クレオクレオクレオクレオクレオクレオクレオクレオクレオ

鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館鳥の博物館

天王台駅天王台駅天王台駅天王台駅天王台駅天王台駅天王台駅天王台駅天王台駅

東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅東我孫子駅

我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所我孫子市役所

水道局水道局水道局水道局水道局水道局水道局水道局水道局

近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび近隣センターこもれび

病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ病児保育室ワイズ

東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園東あびこ保育園

我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校我孫子中学校

東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局東我孫子駅前郵便局
浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園浅野谷3号公園

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会

川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学川村学園女子大学

東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所東我孫子駐在所

ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ガーデンコート天王台ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮ケアホームむつぼし生活寮

官公庁施設
文化施設
集会施設
医療施設
福祉施設
学校教育施設
商業施設
都市公園

 

図 26公共公益施設等立地状況（天王台地区） 
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c）湖北地区 

・ JR 湖北駅からおおむね 1,000m の範囲内に公共公益施設が立地しています。 

 

表 10 公共公益施設等一覧（湖北地区） 

 

名称 距離(m)  

 

名称 距離(m) 

官
公
庁
施
設 

湖北台行政サービスセンター 370  学
校
教
育
施
設 

若草幼稚園 540 

湖北行政サービスセンター 930  湖北台幼稚園 630 

湖北台交番 260  湖北台東小学校 520 

文
化
施
設 

市民図書館湖北台分館 860  湖北台西小学校 720 

  湖北小学校 890 

集

会

施

設 

湖北台近隣センター 370  湖北台中学校 930 

湖北地区公民館 910  県立湖北高等学校 910 

湖北台市民センター 370 商
業
施
設 

千葉銀行湖北支店 130 

医
療
施
設 

我孫子市休日診療所 100  京葉銀行湖北台支店 320 

  我孫子湖北台郵便局 300 

福
祉
施
設 

慈紘保育園 220  湖北郵便局 510 

湖北台保育園 360  農業協同組合湖北支店 1,030 

湖北保育園 520  都
市
公
園 

湖北台 1 号公園 250 

恵愛保育園 680  湖北台緑地（都市緑地） 410 

柏鳳保育園 870  湖北台 3 号公園 420 

我孫子市保健センター 110  湖北台 8 号公園 520 

子育て支援センター 690  湖北台 2 号公園 560 

はるか共同作業所 120  中峠二本榎公園 560 

小規模作業所 ウイング 140  中峠亀田谷公園（近隣公園）  580 

地域福祉作業所 にじ 210  湖北台 4 号公園（近隣公園） 690 

小規模作業所 イエローハート 460  湖北台中央公園（地区公園）  740 

障害者支援施設 けやき社会センター 1,020  中峠鹿島前公園 770 

特別養護老人 ホーム久遠苑 1,220  中峠寺前公園 790 

 

特別養護老人ホーム和楽園 1,300  芝原城跡前１号公園 930 

 平和の里グループホーム湖北  510  湖北台 7 号公園 1,040 

 グループホーム 空 900  湖北台 5 号公園 1,080 

ふれあいホーム Daiwa 700  

   

 

※距離は JR 湖北駅からの直線距離 
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拡大図参照

湖北駅湖北駅湖北駅湖北駅湖北駅湖北駅湖北駅湖北駅湖北駅

500m500m500m500m500m500m500m500m500m

1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m1000m

ふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwaふれあいホームDaiwa

グループホーム空グループホーム空グループホーム空グループホーム空グループホーム空グループホーム空グループホーム空グループホーム空グループホーム空

中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園中峠寺前公園

芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園芝原城跡前1号公園

中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園中峠二本榎公園

特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園特別養護老人ホーム和楽園

小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート小規模作業所イエローハート

湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地湖北台緑地

湖北台湖北台湖北台湖北台湖北台湖北台湖北台湖北台湖北台
近隣センター近隣センター近隣センター近隣センター近隣センター近隣センター近隣センター近隣センター近隣センター

千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行千葉銀行

湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園湖北台3号公園

若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園若草幼稚園

湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園湖北台2号公園

湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校湖北台東小学校

障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設
けやき社会センターけやき社会センターけやき社会センターけやき社会センターけやき社会センターけやき社会センターけやき社会センターけやき社会センターけやき社会センター
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湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター湖北行政サービスセンター
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d）新木地区 

・ 全体的に公共公益施設等の立地は少ないものの、JR 新木駅からおおむね 1,000m の範囲内

に施設が立地しています。 

・ また、北部には我孫子市内で最も大きな都市公園である、我孫子市総合運動公園がありま

す。 

 

表 11 公共公益施設等一覧（新木地区） 

 

名称 距離(m)  

 

名称 距離(m) 

官
公
庁
施
設 

新木駅前交番 90  学
校
教
育
施
設 

布佐台幼稚園 750 

  新木小学校 730 

 県立我孫子特別支援学校 740 

集
会
施
設 

新木近隣センター 590  商
業
施
設 

京葉銀行新木支店 150 

  我孫子新木郵便局 260 

 ケーヨーデイツー 620 

医
療
施
設 

平和台病院 860  都

市

公

園 

丑高公園 780 

  長丁西公園 960 

 我孫子市総合運動公園（都市緑地）  1,410 

福
祉
施
設 

双葉保育園 230  

 

※距離は JR 新木駅からの直線距離 

我孫子市障害者福祉セン

ター 

750    

我孫子市こども発達セン

ター 

750    

障害者支援施設 我孫子市あらき園  760    

グループホームあらきのお家 670 

グ ル ー プ ホ ー ム 南 新 木 の お う ち 870 

介護老人保健施設エスペーロ 860 

 

ケアホーム パレット 510  
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エスペーロエスペーロエスペーロエスペーロエスペーロエスペーロエスペーロエスペーロエスペーロ

布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園布佐台幼稚園

長丁西公園長丁西公園長丁西公園長丁西公園長丁西公園長丁西公園長丁西公園長丁西公園長丁西公園
丑高公園丑高公園丑高公園丑高公園丑高公園丑高公園丑高公園丑高公園丑高公園

我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局我孫子新木郵便局
ケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツーケーヨーデイツー双葉保育園双葉保育園双葉保育園双葉保育園双葉保育園双葉保育園双葉保育園双葉保育園双葉保育園

新木小学校新木小学校新木小学校新木小学校新木小学校新木小学校新木小学校新木小学校新木小学校

京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行 平和台病院平和台病院平和台病院平和台病院平和台病院平和台病院平和台病院平和台病院平和台病院

新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター新木近隣センター

障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園障害者支援施設 我孫子市 あらき園

障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター障害者福祉センター

県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校県立我孫子特別支援学校

我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園我孫子市総合運動公園

福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき福祉作業所みずき

新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番新木駅前交番

こども発達センターこども発達センターこども発達センターこども発達センターこども発達センターこども発達センターこども発達センターこども発達センターこども発達センター

グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家グループホームあらきのお家

グループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうちグループホーム南新木のおうち
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医療施設
福祉施設
学校教育施設
商業施設
都市公園

 

図 28 公共公益施設等立地状況（新木地区） 

N 



3. 重点整備地区及び生活関連経路の検討 

 

 40 

 

e）布佐地区 

・ JR 布佐駅からおおむね 1,000m の範囲内に、公共公益施設が立地しています。 

・ また、地区北側には比較的大きな公園である余間戸公園、宮ノ森公園があります。 

 

表 12 公共公益施設等一覧（布佐地区） 

 

名称 距離(m)  

 

名称 距離(m) 

官
公
庁
施
設 

布佐行政サービスセンター 30  学
校
教
育
施
設 

わだ幼稚園 510 

布佐駅前交番 40  布佐小学校 820 

  布佐中学校 760 

文
化
施
設 

市民図書館布佐分館 230  県立布佐高等学校 600 

  商
業
施
設 

水戸信用金庫布佐支店 200 

集
会
施
設 

布佐市民センター本館 380  京葉銀行布佐支店 320 

布佐南近隣センター 1,080  布佐郵便局 390 

布佐市民センターステーションホール 70  我孫子平和台郵便局 1,040 

(仮称)布佐北区域近隣センター 570 都
市
公
園 

布佐 1 号公園 200 

福
祉
施
設 

布佐宝保育園 750  布佐駅南口西公園 210 

平和の里あびこ 260  布佐駅南口東公園 210 

小規模作業所 おおばん 310  和田前公園 310 

地域活動支援センター i 工房 660  布佐 2 号公園 410 

グループホームじょんから 540  平和台 1 号公園 520 

特別養護老人ホームアコモード 1,010  布佐葭立公園 580  

ケアホーム アザレアⅠ 1,000  平和台 2 号公園 740 

ケアホーム アザレアⅡ 1,000  

 

布佐酉町下公園 780 

生活ホーム 北斗 230  

 

平和台 3 号公園 790 

生活ホーム 第二北斗 360  

 

宮ノ森公園（近隣公園） 870 

 

※距離は JR 布佐駅からの直線距離 
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平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園平和台3号公園

特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード特別養護老人ホームアコモード

平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園平和第2号公園

我孫子我孫子我孫子我孫子我孫子我孫子我孫子我孫子我孫子
平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局平和台郵便局

宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園宮ノ森公園

平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園平和台1号公園

わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園わだ幼稚園

布佐中学校布佐中学校布佐中学校布佐中学校布佐中学校布佐中学校布佐中学校布佐中学校布佐中学校

生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗生活ホーム北斗
布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園布佐駅南口東公園

布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館布佐市民センター本館
布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター布佐市民センター
ステーションホールステーションホールステーションホールステーションホールステーションホールステーションホールステーションホールステーションホールステーションホール

布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園布佐2号公園

布佐行政布佐行政布佐行政布佐行政布佐行政布佐行政布佐行政布佐行政布佐行政
サービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンター

地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター
i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房i(アイ)工房布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園布佐1号公園

京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行京葉銀行

布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番布佐駅前交番

布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園布佐駅南口西公園

市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館市民図書館布佐分館

水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫水戸信用金庫

小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん小規模作業所おおばん

グループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんからグループホームじょんから

布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局布佐郵便局

和田前公園和田前公園和田前公園和田前公園和田前公園和田前公園和田前公園和田前公園和田前公園

平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ平和の里あびこ

布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園布佐宝保育園

余間戸公園余間戸公園余間戸公園余間戸公園余間戸公園余間戸公園余間戸公園余間戸公園余間戸公園
布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター布佐南近隣センター

布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園布佐酉町下公園

布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園布佐葭立公園

県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校県立布佐高等学校

布佐小学校布佐小学校布佐小学校布佐小学校布佐小学校布佐小学校布佐小学校布佐小学校布佐小学校

生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗生活ホーム第二北斗

（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）（仮称）布佐北区域近隣センター（計画中）

官公庁施設
文化施設
集会施設
福祉施設
学校教育施設
商業施設
都市公園

 

図 29公共公益施設等立地状況（布佐地区） 
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3.2 重点整備地区の設定 

3.2.1 重点整備地区設定の考え方 

・ 重点整備地区を設定するにあたり、次の項目について整理します。 

（1）重点整備地区の要件 

（2）重点整備地区の考え方 

（3）生活関連施設の考え方 

（4）生活関連経路の考え方 

 

（1）重点整備地区の要件 

・ バリアフリー新法では、一定の地区における鉄道駅、道路、公共公益施設などのバリアフ

リー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区を設定するとされています。 

 

a）要件 1（法第２条第２１号イ） 

• 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、

官公庁施設、福祉施設などその他の施設 以下同じ。）が徒歩圏内に集積している地

区 

• 地区全体の面積がおおむね 400ha 未満 

• 特定旅客施設又は官公庁施設、福祉施設などの特別特定建築物に該当するものがおお

むね３以上存在すること。 

 

b）要件 2（法第２条第２１号ロ） 

• 高齢者、障害者等の移動や、施設の利用状況、現在の土地利用状況や将来の方向性、

想定される事業の実施範囲、実現可能性などを総合的に判断し、移動等円滑化のため

の事業に一体性があり、当該事業の実施が特に必要であると認められること。 

 

c）要件 3（法第２条 第２１号ハ） 

• 移動等円滑化事業を実施することが、高齢者、障害者等に交流と社会参加の機会を提

供する機能、消費生活の場を提供する機能、勤労の場を提供する機能などの増進を図

る上で、有効かつ適切であると認められること。 
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（2）重点整備地区の考え方 

・ 重点整備地区の設定は、前頁の要件 1～3 に該当するとともに、鉄道駅及び周辺地区の概況

や上位計画の位置づけなどを踏まえ、特に優先してバリアフリー化事業の実施が必要であ

ると考えられる地区を重点整備地区として設定します。 

・ また、今後の市街地整備事業や道路整備事業の状況を勘案しながら、必要に応じて長期的

な視点に立ってバリアフリー化を実施する地区を準重点整備地区として設定します。 

a）重点整備地区選定に用いる指標 

・ 重点整備候補地区の 5 地区について、下記の指標から各地区の特性を比較検討し重点整備

地区を選定します。 

表 13 重点整備地区選定における指標の定義 

名  称 単 位 定   義 

地区の概要 

 
常 住 人 口 （人） 

駅を中心としておおむね半径 1km 圏に含まれる町

丁目における常住人口（H20.1.1 市民課資料） 

高 齢 者 人 口 （人） 
駅を中心としておおむね半径 1km 圏に含まれる町

丁目における高齢者人口（H20.1.1 介護支援課資料） 

特定旅客施設の規模 

 鉄道利用者数 （人/日） 一日平均利用者数（H18 JR 東日本資料） 

鉄道路線本数 （路線） 特定旅客施設に乗り入れる鉄道路線の数 

バス運行本数 （本/日） 特定旅客施設を発着するバス運行本数 

バス路線本数 （路線） 特定旅客施設に乗り入れるバス路線の数 

特別特定建築物の集積 

 
公 共 建 築 物 （箇所） 

駅を中心として半径 1km 圏に含まれる官公庁施

設、文化施設などの公共建築物数 

大 規 模 施 設 （箇所） 
駅を中心として半径 1km 圏に含まれる床面積の合

計が 2,000m2以上の施設 

そ の 他 （箇所） 
駅を中心として半径 1km 圏に含まれる公共建築

物、大規模施設以外の特別特定建築物 

特定路外駐車場 （箇所） 

道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車

場、建築物及び建築物に付属する駐車場を除く路外

駐車場であって、駐車場の駐車の用に供する部分の

面積が 500 ㎡以上であり、かつ、駐車料金を徴収す

るもの 

都 市 公 園 （箇所） 近隣公園、地区公園以上の主要な都市公園 
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b）各地区の比較検討結果 

・ 前述の指標を用いて、各重点整備候補地区の優先度を比較します。 

・ その結果、1 位、2 位の指標が多い我孫子地区、天王台地区が優先度の高い地区となります。 

表 14 地区別概況整理 

 我孫子地区 天王台地区 湖北地区 新木地区 布佐地区 

常 住 人 口 
33,829 人 29,219 人 14,518 人 10,942 人 9,518 人 

（1 位） （2 位） （3 位） （4 位） （5 位） 

高 齢 者 人 口 
6,045 人 5,048 人 3,560 人 2,274 人 2,366 人 

（1 位） （2 位） （3 位） （5 位） （4 位） 

特
定
旅
客
施
設
の
規
模 

鉄道利用者数 
59,656 人/日 46,412 人/日 9,134 人/日 5,942 人/日 8,902 人/日 

（1 位） （2 位） （3 位） （5 位） （4 位） 

鉄道路線本数 
2 路線 1 路線 1 路線 1 路線 1 路線 

（1 位） （2 位） （2 位） （2 位） （2 位） 

バス運行本数 
201 本/日 517 本/日 133 本/日 43 本/日 47 本/日 

（2 位） （1 位） （3 位） （5 位） （4 位） 

バス路線本数 
11 本 8 本 5 本 4 本 8 本 

（1 位） （2 位） （4 位） （5 位） （2 位） 

特
別
特
定
建
築
物
の
集
積 

公 共 建 築 物 
14 箇所 8 箇所 8 箇所 2 箇所 5 箇所 

（1 位） （2 位） （2 位） （5 位） （4 位） 

大 規 模 施 設 
4 箇所 1 箇所 0 箇所 1 箇所 0 箇所 

（1 位） （2 位） （5 位） （2 位） （5 位） 

そ の 他 
13 箇所 14 箇所 9 箇所 7 箇所 8 箇所 

（2 位） （1 位） （3 位） （5 位） （4 位） 

特定路外駐車場 
1 箇所 － － － － 

（1 位） （5 位） （5 位） （5 位） （5 位） 

都 市 公 園 
4 箇所 2 箇所 4 箇所 － 1 箇所 

（1 位） （3 位） （1 位） （5 位） （4 位） 

合 計 得 点 29 13 5 2 2 

優 先 度 ◎ ○ △ △ △ 

※背景色について、赤色：1 位、黄色：2 位を示している 

※バス運行本数：天王台地区は、JR 天王台駅と JR 東我孫子駅の合計 

※各指標の下の（ ）内は、地区内における順位 

※合計得点は、指標ごとの順位の合計点（1 位⇒3 点、2 位⇒1 点、3 位以下⇒0 点） 
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c）重点整備地区の選定結果と地区の概要 

・ 優先度が最も高い我孫子地区及び二番目に高い天王台地区を重点整備地区と設定しま

す。 

・ なお、湖北地区、新木地区、布佐地区の 3 地区は、長期的な視点に立ってバリアフリー

化を実施する準重点整備地区として設定します。 

 

重点整備地区は、特に優先してバリアフリー事業を実施する地区ですが、今後とも

高齢者の増加が想定される中で、準重点整備地区及び重点整備地区の区域外の地区に

ついてもバリアフリー化を進めることが重要と考えます。 

将来的には市域全域のバリアフリー化をめざすものとし、重点整備地区の区域外及

び準重点整備地区以外についてもバリアフリー化を進めていきます。 

 

■我孫子地区 

• JR 我孫子駅の鉄道利用者数は、59,656 人/日であり、市内において最も利用者が多い

駅となっています。 

• JR 我孫子駅を中心とした徒歩圏内（半径 1km の地区内）には、多くの公共公益施設

が立地しています。 

• 特別特定建築物として、JR 我孫子駅、けやきプラザ、生涯学習センター(アビスタ)

などが立地しています。 

• 都市計画マスタープランにおいて、公園坂通り、国道 356 号のバリアフリー化を位置

づけています。 

 

■天王台地区 

• JR 天王台駅の鉄道利用者数は、46,412 人/日であり、JR 我孫子駅に次ぎ 2 番目に利

用者が多い駅となっています。 

• JR 天王台駅を中心とした徒歩圏内（半径 1km の地区内）には、多くの公共公益施設

が立地しています。 

• 特別特定建築物として、JR 天王台駅、天王台行政サービスセンター、天王台北近隣

センターが立地しています。 

• 都市計画マスタープランにおいて、国道 356 号のバリアフリー化及び JR 天王台駅の

エレベーターとエスカレーターの設置を位置づけています。 
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（3）生活関連施設の考え方 

・ 公共公益施設のうち、相当数の高齢者、障害者等が利用する施設で、特に移動等円滑化に

配慮する必要性が高い施設を生活関連施設と設定します。 

・ また、特定旅客施設、特定路外駐車場、都市公園も含むものとします。 

 

a）特定旅客施設 

• 一日あたりの平均的な利用者数が 5 千人以上である旅客施設（鉄道駅、バスターミナ

ルなど）を設定します。 

 

b）建築物 

• 特別特定建築物に該当する建築物のうち、官公庁施設、文化施設などの公共建築物を

対象とします。 

• 民間建築物については、特別特定建築物で床面積の合計が 2,000m2以上の大規模施設

を必要に応じて設定します。 

• なお、その他の生活関連施設間を連絡する経路上にある特別特定建築物についても必

要に応じて設定します。 

公共公益施設　など

民間のその他の施設民間の大規模建築物

官公庁施設
文化施設 など

公共建築物

特別特定建築物のうち、床面
積の合計が2,000m2以上の大
規模施設

生活関連施設間を連絡する
経路上にある特別特定建築物

（必要に応じて設定） （必要に応じて設定）（生活関連施設として設定）

生活関連施設として設定する施設

必要に応じて生活関連施設として設定する施設  

図 30建築物の分類 

 

c）特定路外駐車場 

• 道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐

車場を除く路外駐車場であって、駐車場の駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上

であり、かつ、駐車料金を徴収するものを設定します。 

 

d）都市公園 

• 近隣公園、地区公園以上の主要な都市公園を設定します。 

• なお、その他の生活関連施設間を連絡する経路上にある街区公園についても必要に応

じて設定します。 

 



3. 重点整備地区及び生活関連経路の検討 

 

 47 

 

（4）生活関連経路の考え方 

・ 重点整備地区内の生活関連施設間を連絡する主要な経路を、今後バリアフリー化事業を推

進する生活関連経路として設定します。 

生活関連経路は、利用者の移動特性に応じて整備水準を設定するものとします。車い

すでの移動のほうがバスよりも優位な範囲内では、車いすに対応した整備を図る区間と

して段差の解消や縦断勾配の緩和に加え、視覚障害者誘導用ブロックの整備やバリアフ

リー対応型信号機の整備など、利用者特性に応じた様々なバリアフリー化の実現をめざ

します。一方、バス移動に対応した整備を図る区間では、バスなどの車両やバス停のバ

リアフリー化など、移動特性に応じたバリアフリー化を図るものとします。 

表 15 整備水準の考え方 

 車いす移動に対

応した整備を図

る区間 

徒歩移動に対応

した整備を図る

区間 

バス移動に対応

した整備を図る

区間 

整 

備 

水 

準 

車いす対応 

 

段差の解消 ○ △ － 

 歩道幅員の確保 ○ △ － 

 縦断勾配の緩和 ○ △ － 

視覚障害者対応 

 視覚障害者誘導用ブロッ

クの整備 

○ ○ △ 

バリアフリー対応型信号

機の整備 

○ ○ △ 

公共交通のバリアフリー化 

 車両のバリアフリー化 ○ ○ ○ 

バス停のバリアフリー化 ○ ○ ○ 

○：整備することが必須な区間 △：努力目標で整備する区間 －：対応しない 

 

なお、生活関連経路については、今後、移動等円滑化基準に基づき優先的にバリアフ

リー化を実施しますが、地形的要因や沿道の市街化状況などにより、移動等円滑化基準

のすべてを満たす整備が困難な経路も想定されます。そのような経路については、目標

年以降も引き続き事業を実施することとします。 
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【参考：移動距離と所要時間の関係】 

車いす利用者・徒歩・バス利用者の移動距離と所要時間の関係は以下のとおりとなっ

ています。移動距離により有利な手段が異なるため、バリアフリー対応を図る上でもそ

れぞれの特性に応じた整備をすることが考えられます。 

 
※移動速度 歩行者速度 ： 80m/分 

 車いす ： 歩行者速度の半分と仮定し、40m/分と設定 

 バス ： JR 我孫子駅～我孫子市役所までの距離（約 2km）と平均所要時間（6.5 分）から、307m/分と設定 

   待ち時間として、JR 我孫子駅における平均バス発車間隔が 14 分であることから、その半分の 7 分

と設定 

図 31移動距離と所要時間の関係 
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表 16 （参考）特定建築物と特別特定建築物の関係 

特定建築物 特別特定建築物 

学校 特別支援学校 

病院又は診療所 ← 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ← 

集会場又は公会堂 ← 

展示場 ← 

卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物

品販売業を営む店舗 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営

む店舗 

ホテル又は旅館 ← 

事務所 
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が

利用する官公署 

共同住宅、寄宿舎又は下宿  

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの 

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類す

るもの（主として高齢者、障害者等が利用す

るものに限る。） 

老人福祉センター、児童厚生施設、障害者福

祉センターその他これらに類するもの 
← 

体育館、水泳場、ボーリング場その他これら

に類する運動施設又は遊技場 

体育館（一般公共の用に供されるものに限

る。）、水泳場（一般公共の用に供されるも

のに限る。）若しくはボーリング場又は遊技

場 

博物館、美術館又は図書館 ← 

公衆浴場 ← 

飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラ

ブ、ダンスホールその他これらに類するもの 
飲食店 

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサー

ビス業を営む店舗 

← 

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教

室その他これらに類するもの 
 

工場  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着

場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

← 

自動車の停留又は駐車のための施設 
自動車の停留又は駐車のための施設（一般公

共の用に供されるものに限る｡） 

公衆便所 ← 

公共用歩廊 ← 
〔国土交通省資料を基に作成〕 
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3.2.2 我孫子地区の検討 

（1）整備方針 

 

 

 

（2）区域の設定 

・ 特定旅客施設である JR 我孫子駅を中心とした高低差の少ない区域を重点整備地区として

設定します。北側は特別特定建築物の集積状況及び道路網を考慮し、(仮称)我孫子北区域近

隣センター、エスパなどが含まれる国道 6 号まで、東西の境界は、特別特定建築物の集積

状況を勘案して、西側は丘の道、一般国道 356 号まで、東側は久寺家道、一般国道 356 号

までとします。 

・ なお、南側は特別特定建築物である我孫子緑郵便局に加え、市民の憩いの場である手賀沼

周辺との共存を図るため、手賀沼公園までを含む地域とします。 

・ これらの地区面積は、約 68ha となります。 

 

 

我孫子地区は、南に手賀沼をのぞむ市の中心地区です。これらの特性を活かし、駅周辺の

にぎわいと手賀沼周辺の憩いの共存をテーマとした移動円滑化を推進します。 
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a）生活関連施設の設定 

・ 我孫子地区の重点整備地区において、高齢者、障害者等がよく利用すると想定される 21 施

設を生活関連施設として設定します。 

・ これらには、特定旅客施設 1 箇所、特別特定建築物 17 箇所が含まれています。 

表 17 生活関連施設一覧（我孫子地区） 

種  別 名     称 
特   定

旅客施設 

特別特定

建 築 物 

旅客施設 JR 我孫子駅 ○  

官公庁施設 我孫子行政サービスセンター（けやきプラザ内）  ○ 

文化施設 市民活動ステーション（けやきプラザ内）  ○ 

我孫子市民プラザ（エスパ内）  ○ 

生涯学習センター(アビスタ) 

・市民図書館 

・我孫子地区公民館 

 ○ 

集会施設 我孫子南近隣センター（けやきプラザ内）  ○ 

 (仮称)我孫子北区域近隣センター（計画中）  ○ 

医療施設 我孫子外科整形外科病院  ○ 

 あびこクリニック  ○ 

商業施設 イトーヨーカドー  ○ 

 エスパ  ○ 

 我孫子駅前郵便局  ○ 

 我孫子緑郵便局  ○ 

 千葉銀行我孫子支店  ○ 

 常陽銀行我孫子支店  ○ 

 京葉銀行我孫子支店  ○ 

特定路外駐車場 我孫子北口駅前駐車場   

都市公園 手賀沼公園   

 我孫子駅南口 1 号公園（整備中）   
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b）生活関連経路の設定 

・ 生活関連施設を結ぶ主要な経路（17 路線、約 4,400m）を生活関連経路として設定します。 

表 18 生活関連経路一覧 

路 線 名 道路管理者 区     間 
延長 

(m) 

(一)国道 6 号 国 エスパ ～ アビコ外科整形外科病院 60 

(一)国道 356 号 千 葉 県 我孫子駅入口交差点 ～ 我孫子緑郵便局 330 

(県)我孫子停車場線 千 葉 県 我孫子駅南口 ～ 我孫子駅入口交差点 100 

市道 00-006(丘の道) 我孫子市 市道 00-0039 ～市道 00-006 130 

市道 00-007 我孫子市 市道 00-0039 ～ 常陽銀行 50 

市道 00-022 我孫子市 手賀沼公園交差点 ～ 生涯学習ｾﾝﾀｰ（ｱﾋﾞｽﾀ） 110 

市道 00-039 

(我孫子駅北口通り) 
我孫子市 市道 00-006 ～ 市道 00-007 1260※ 

市道 13-013 我孫子市 けやきプラザ ～ 我孫子駅南口 1 号公園 130 

市道 14-010 我孫子市 市道 00-006 ～ エスパ 80 

市道 14-011 我孫子市 市道 00-039 ～ 国道 6 号 320 

市道 14-049※ 我孫子市 我孫子駅北口 ～ 市道 00-039 310 

市道 14-060 我孫子市 我孫子駅北口 ～ 我孫子北口駅前駐車場 130 

市道 18-001 

(公園坂通り) 
我孫子市 我孫子駅入口交差点 ～手賀沼公園交差点 550 

けやきプラザ敷地内 我孫子市 我孫子駅南口 ～ イトーヨーカドー 90 

我孫子駅自由通路 我孫子市 我孫子駅北口 ～我孫子駅南口 110 

我孫子駅南口駅前広場 我孫子市 我孫子駅南口駅前広場 100 

都計道 3・4・14 我孫子市 国道 356 号 ～ 手賀沼公園交差点 500 

※両側歩道延長 
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c）重点整備地区（我孫子地区）の概要 
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3.2.3 天王台地区の検討 

（1）整備方針 

 

 

 

（2）区域の設定 

・ 特定旅客施設である JR 天王台駅からおおむね 500ｍの範囲を対象とします。 

・ 東側は旅客施設である JR 東我孫子駅まで、南側は我孫子郵便局と国道 356 号までの区域

とします。 

・ 西側は規模の大きい天王台西公園まで、北側は生活関連施設の立地状況及び規模の大きい

公園である柴崎３号公園、天王台北近隣センターを含む区域とします。 

・ これらの地区面積は、約 60ha となります。 

 

 

天王台地区は、古くからのまちと新しいまちが共存し、大学や企業も立地する多彩な交流

が期待できる地区です。これらの特性を活かし、交流の場と住みやすさが確保できる移動

円滑化を推進します。 
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a）生活関連施設の設定 

・ 高齢者、障害者等の人がよく利用すると思われる 14 施設を生活関連施設として設定しま

す。 

・ これらには、特定旅客施設 1 箇所、特別特定建築物 10 箇所が含まれています。 

 

表 19 生活関連施設一覧（天王台地区） 

種別 名称 
特定 

旅客施設 

特別特定 

建築物 

旅客施設 JR 天王台駅（特定旅客施設） ○  

 JR 東我孫子駅   

官公庁施設 天王台行政サービスセンター  ○ 

集会施設 天王台北近隣センター  ○ 

福祉施設 我孫子市ファミリーサポートセンター  ○ 

商業施設 千葉銀行天王台支店  ○ 

 京葉銀行天王台支店  ○ 

 千葉興業銀行我孫子支店  ○ 

 我孫子郵便局  ○ 

 我孫子柴崎台郵便局  ○ 

 東我孫子駅前郵便局  ○ 

 ホテルマークワンアビコ  ○ 

都市公園 柴崎３号公園   

 天王台西公園   
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b）生活関連経路の設定 

・ 生活関連施設を結ぶ主要な経路（14 路線、約 4,000m）を生活関連経路として設定します。 

表 20 生活関連経路一覧 

路線名 道路管理者 区間 
延長 

(m) 

（一）国道 356 号 千 葉 県 市道 00-020 ～ 市道 32-035 750 

市道 00-014 

(くすの木通り) 
我孫子市 

天王台駅北口 ～ 市道 00-012 
410 

市道 00-015 我孫子市 市道 00-014 ～ 市道 25-003 30 

市道 00-016 我孫子市 市道 00-014 ～ 市道 25-040 300 

市道 00-017 

(相野谷通り) 
我孫子市 

国道 356 号 ～市道 00-018 
240 

市道 00-018 

(泉･天王台通り) 
我孫子市 

市道 00-017 ～ 天王台西公園 
780 

市道 00-020 

(あやめ通り) 

我孫子市 天王台駅南口 ～ 一般国道 356 号 
650 

市道 25-003 我孫子市 市道 00-015 ～ ホテルマークワンアビコ 20 

市道 25-040 我孫子市 市道 00-016 ～ 市道 25-046 170 

市道 29-034 我孫子市 市道 32-035 ～ 東我孫子駅前郵便局 200 

市道 25-046 我孫子市 市道 00-014 ～ 市道 25-040 240 

市道 32-035 我孫子市 国道 356 号 ～ 市道 29-034 60 

天王台駅内自由通路 我孫子市 天王台駅北口 ～天王台駅南口 80 

天王台駅南口駅前広場 我孫子市 天王台駅南口駅前広場 120 
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c）重点整備地区（天王台地区）の概要 
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4. 重点整備地区の課題 

4.1 駅まち点検調査 

（1）調査の概要 

1）調査の目的 

重点整備地区における、生活関連施設相互の円滑な移動のためにバリアフリー化を

図ることが必要として設定した「生活関連経路」について、高齢者や障害者の人に実

際に経路を移動しながらバリアフリー点検を行い、ワークショップにより当事者にし

かわからないバリアフリー上の問題点や課題を抽出して基本構想に反映させるために

駅まち点検調査を実施しました。 

2）実施日時・場所 

実施日時：平成 20 年 1 月 13 日（日曜日）午前 9：00～12：00 

集合場所：けやきプラザ １階ロビー 

ワークショップ会場：けやきプラザ ９階ホール 

点検コース：我孫子地区（我孫子駅周辺） 

往 路：けやきプラザ ～ 駅南口 ～ 駅北口 ～ 我孫子駅前郵便局 ～

あびこクリニック ～ エスパ 

復 路：エスパ ～ 駅北口 ～ 駅南口 ～ 千葉銀行我孫子支店 ～ イ

トーヨーカドー ～ けやきプラザ 

3）参加者 

 障害のある人を含む道路や施設の点検者 14 名（手話通訳者を含む）及び策定協議会

メンバー、事務局など 20 名を合わせた 34 名で実施しました。 

  

点 検 者 等 事 務 局 等 

視覚に障害のある人 ３名 アドバイザー 

（日本大学理工学部 藤井敬宏教授） 
１名 

車いすを使用されている人 １名 

肢体不自由の人 １名 交通管理者（我孫子警察署） １名 

身体障害者団体（家族会）代表の人 １名 道路管理者（我孫子市道路課） １名 

知的障害者団体代表の人 ２名 我孫子市職員 ７名 

精神障害者団体代表の人 １名 コンサルタント １０名 

聴覚に障害のある人 １名   

高齢者の人 ２名   

手話通訳者 ２名   

点検者等 計 １４名 事務局等 計 ２０名 

  合計 ３４名 

なお、協力いただいた団体は、我孫子市視覚障害者協会、我孫子市障害者福祉センター障害者

センター家族会「こぴあ」、特定非営利活動法人我孫子市手をつなぐ育成会、特定非営利活動法

人自立支援ネット我孫子、我孫子市ろうあ協会、我孫子南まちづくり協議会です。 
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4）点検調査のながれ 

駅まち点検調査は、次のながれで実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開会 ・進め方の説明（9：00～）  
       ○開会 
       ○あいさつ 
       ○駅まち点検・ワークショップの進め方の説明、注意事項など 
       ○自己紹介（点検者、事務局） 

 

■けやきプラザ出発 ・ 駅まち点検の実施（9：２0～10:２0）  
（調書記録、ポラロイド写真撮影等） 

 

■駅まち点検結果のまとめ（10:４0～11:40、1 時間程度）  
（大判地図への写真貼り付け等） 

 

■閉会 

 

■帰着 ・休憩 （10：２0 帰着） 

■ワークショップ（11:40～11:50） 

■アドバイザー総評（11:50～12:00、10 分程度） 

 

【開会・進め方の説明状況】 【駅まち点検状況】 



4. 重点整備地区の課題 

 

 60 

 

（2）調査の実施方法 

高齢者及び障害者団体、日本大学理工学部社会交通工学科交通環境研究室の御協力を

いただき、実施しました。 

高齢者や障害のある人に点検ルートを実際に歩いていただき、道路、駅などのバリア

フリー状況について点検し、気がついたことや感じたことを指摘いただき、事務局が点

検調書に記録しました。 

また、駅まち点検後、結果を整理するため、ワークショップを実施しました。 

 

 

【主なチェックポイント】 

 ○道路（舗装面状態、勾配、幅員、交差点のすりつけ、障害物、視覚障害者誘導用

ブロック、その他） 

 ○交差点及び信号（バリアフリー対応型信号機、押しボタン、その他） 

 ○駅（通路幅員、通路床面、スロープ、手すり、券売機、窓口、改札口、視覚障害

者誘導用ブロック、その他） 

【ワークショップ（点検結果の整理）】 

 点検ルートを示す大きな地図に、点検した結果の写真と指摘事項を記入した付せ

んをはりながら、意見を交換し、とりまとめるワークショップを行いました。 

 ワークショップの最後に、アドバイザーの日本大学理工学部藤井教授より総評を

いただきました。 

 

 

【ワークショップの様子】 
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図 34駅まち点検調査実施ルート図 
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4.2 子育てバリアフリーアンケート調査 

 

（1）調査の目的 

平成 20年 1月 13日に、高齢者及び障害者を対象として我孫子地区で設定した「生活関

連経路」について、バリアフリー上の問題点や課題を抽出するため、駅まち点検調査を実施

しましたが、妊産婦やベビーカー利用などの子育てバリアフリーについての視点での調査も

必要なことから、駅まち点検調査と同じ経路について、平成 20年 2月 21日に開催された子

育てサークルの集会に参加した父母を対象に、バリアフリーに関するアンケート調査を実施

しました。  

（2）調査対象及び調査日時・場所 

  対 象   「子育て支援どんぐりランド」の集会に参加した父母 

  日 時  平成 20年 2月 21日 9時 30分から 

  場 所  集会会場(けやきプラザ 9階ホール） 

（3）主な調査ポイント 

○我孫子駅（通路幅員、通路床面、スロープ、券売機、窓口、改札口、トイレ、その他）

について 

○道 路（舗装面状態、歩道勾配、歩道幅員、歩道段差、その他）について 

○生活関連施設（駐車場、トイレ、通路、休憩・授乳施設、その他）について 

（4）アンケート調査結果 

子育てサークル「子育て支援どんぐりランド」の集会に参加した父母の内、１５人にアンケー

ト調査を実施したところ、次の主な指摘事項がありました。 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

ﾎ
ｰﾑ
へ
の
ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ
ﾀ
ｰが
な
い

子
ど
も
用
トイ
レ
が
な
い

改
札
口
が
狭
い

歩
道
幅
が
狭
い

歩
道
の
段
差

授
乳
施
設
が
な
い

休
憩
施
設
が
な
い

トイ
レ
が
狭
い

我孫子駅

道路

生活関連施設

図 35子育てバリアフリーアンケート調査結果 

(人) 

(指摘事項) 



4. 重点整備地区の課題 

 

 63 

  

4.3 地区別の現状 

4.3.1 我孫子地区 

現地踏査及び平成 20 年 1 月 13 日に実施した駅まち点検調査並びに平成 20 年 2 月 21

日に実施した子育てバリアフリーアンケート調査を踏まえ、我孫子地区における移動等

円滑化基準の達成状況及び意見を整理します。 

（1）JR我孫子駅 

JR我孫子駅におけるバリアフリー上の主な課題としては、連絡通路の一部に手すりが

設置されていないこと、一部のホームに優先席の位置表示がないこと及び多機能トイレ

が設置されていないことがあります。 

表 21  JR我孫子駅におけるバリアフリー上の課題（1/2） 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリアフ

リーアンケート調査での意見（問題

点、提案等） 

経 路 出入口 ― ― 

連絡通路 通路の一部に手すりが設置
されていない。 

・視覚障害者誘導用ブロックがわかり
づらい。 

・視覚障害者誘導用ブロックが券売機
に寄り過ぎているため、券売機に並
んでいる人にぶつかる。並ぶ人で視
覚障害者誘導用ブロックが埋まる。 

・券売機と改札通路が交差しているの
で通行しづらい。 

・改札の両側に待ち合わせ場所がほし
い。 

・北口寄りの通路が狭い。 

・横断勾配が不便。 

・手すりを設置してほしい。 

・案内標識や誘導標識が少なく、わか
りにくい。 

・案内板に駅や公共施設をマークで示
せるとよい。 

階 段 

― 

・駅南口の階段は、階段の始まる手前
に段差がある。 

・手すりが使いにくい。 

・途中の踊り場に手すりがない。 

・階段入口、階段内のポールが危険。 

エレベーター 

― 

・エレベーター表示、場所がわかりづ
らい。 

・北口エレベーターの出口に段差があ
る。 

・エレベーターのボタンの形状・点字
がわかりづらい。 
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表 22  JR我孫子駅におけるバリアフリー上の課題（2/2） 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

経 路 エスカレーター 

― 

・南口も北口も下りがない。上
り専用だけでは不便である。 

・北口のエスカレーターの表示
がわかりづらい。 

・ラッシュ時に不便である。 

構 内 改札口 
― 

・改札口が狭く、子どもといっ
しょに通過できない。 

階段 ― ― 

エスカレーター ― ― 

エレベーター エレベーターがない。 
・ホームへのエレベーターがな
い。 

プラットホーム 6・7 番ホームに優先席の
位置表示がない。 

― 

施設・設備 トイレ 多機能トイレが設置され
ていない。 

・車いす使用者用のトイレがほ
しい。 

・子ども用トイレがない。 

券売機 ― ― 

視覚障害者誘導用ブロック 

― 

・駅エスカレーターまでの視覚
障害者誘導用ブロックがな
い。 

・視覚障害者誘導用ブロックが
わかりにくい箇所がある。 

図 36我孫子駅構内図 
〔出典 JR東日本 HP より〕 
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（2）旅客施設 

バス停におけるバリアフリー上の主な課題としては、路線バスの我孫子駅・我孫子駅

入口・緑 1 丁目・我孫子駅北口・松園公園入口のバス停で案内板に点字による表示がな

いことがあり、あびバスのバス停では、我孫子駅・我孫子駅北口・我孫子駅前郵便局・

アビコ外科・エスパ入口のバス停で案内板に点字による表示がなく、また、視覚障害者

誘導用ブロックも設置されていないことがあります。 

 

表 23 我孫子地区の旅客施設のバリアフリー上の課題 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

旅客施設 バス停 

（路線バス） 

案内板に点字による表

示、もしくは音声案内が

ない。 

・音量をバス降車場所から聞こ

えるようにしてもらいたい。

駅階段下までいかないと案内

が聞こえない。 

・アンテナの感度が悪いので、

位置を変えるとよい。 

・バス停にベンチがあるとよい。 

・バス停の待ち時間表示がある

とよい。 

バス停 

（あびバス） 

案内板に点字による表

示、もしくは音声案内が

ない。 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 
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（3）生活関連経路 

生活関連経路に設定されている歩道等のバリアフリー上の主な課題としては、次のこ

とがあります。 

・歩道の有効幅員：市道 14-060 には歩道がない。 

・歩道の舗装  ：ほとんどの路線で滑りにくい舗装（透水性舗装等）による整備が

されていない。 

・歩道の縦断勾配：市道 18-001・市道 00-039・市道 14-011 の一部で 5％以上の縦断

勾配となっている区間がある。 

・歩道の横断勾配：県道我孫子停車場線・市道 00-022 を除き、1％以上の横断勾配と

なっている区間がある。 

・歩車道の分離 ：市道 14-011 で高さ 15cm未満の縁石となっている。 

 

表 24 生活関連経路のバリアフリー上の課題 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

有効幅員 有効幅員が 2m 未満の区

間がある。 

・歩道に視覚障害者誘導用ブ

ロックをつけてほしい。 

・ 歩道に勾配があり、傾斜がわ

かりにくい。 

・歩道の段差、歩道と車道の段

差がある。 

・片側歩道であり、狭い。両側

の歩道を整備してほしい。 

・エスコート歩道を直進するた

めのナビ（杖の先でわかるよ

うなもの）がほしい。 

・側溝のふたの穴が大きく、杖

がひっかかる。 

・歩道幅が狭い。 

舗 装 国道 6 号、国道 356 号及

び県道我孫子停車場線以

外では、滑りにくい舗装

となっていない。 

縦断勾配 8％以上の縦断勾配の区

間がある。 

横断勾配 2％以上の横断勾配の区

間がある。 

歩車道の分離 一部の路線で高さ 15cm

未満の縁石となってい

る。 

 



4. 重点整備地区の課題 

 

 67 

 

（4）特定路外駐車場及び都市公園 

特定路外駐車場のバリアフリー上の主な課題としては、我孫子北口駅前駐車場におい

て、視覚障害者誘導用ブロックがないこと、車いす使用者用駐車施設がないことがあり

ます。 

また、都市公園については、手賀沼公園はバリアフリー対応しており、整備中の我孫

子駅南口 1 号公園はバリアフリー対応で整備します。 

 

表 25 特定路外駐車場及び都市公園 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

特定路外駐車場 我孫子北口駅前

駐車場 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

・使いにくく、特に満車のとき

にパニックになる。 

都市公園 我孫子駅南口 1

号公園 
（整備中） ― 

 手賀沼公園 
― ― 

 

 

 

 



4. 重点整備地区の課題 

 

 68 

 

（5）特別特定建築物 

特別特定建築物のバリアフリー上の主な課題としては、次のことがあります。 

・我孫子緑郵便局では、車いす使用者用駐車施設がない。 

・我孫子駅前郵便局では、車いす使用者用駐車施設がない、及び道路から窓口まで視

覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない。 

・我孫子市民プラザでは、道路から窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設されて

いない。 

・エスパでは、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない。 

・イトーヨーカドーでは、入口付近で道路からの段差がある、及び視覚障害者誘導用

ブロックが設けられていない。 

・千葉銀行我孫子支店及び常陽銀行我孫子支店では、道路から窓口まで視覚障害者誘

導用ブロックが敷設されていない、及び車いす使用者用駐車施設がない。 

 

表 26 特別特定建築物のバリアフリー上の課題（1/3） 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

官公庁施設 我孫子行政サー

ビスセンター 
― ― 

集会施設 我孫子南近隣セ

ンター 
― ― 

文化施設 市民活動ステー

ション 
― 

― 

我孫子市民プラ

ザ 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 
― 

生 涯 学 習 セ ン

ター(アビスタ) 

・我孫子地区公民館 

・市民図書館 

― ― 
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表 27 特別特定建築物のバリアフリー上の課題（2/3）  

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

医療施設 あびこクリニッ

ク 
― ― 

アビコ外科整形

外科病院 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

駐車スペースに段差があ

る。 

多機能トイレが設置され

ていない。 

車いすで利用可能なエレ

ベーターがない。 

― 

商業施設 エスパ 視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 
― 

イ ト ー ヨ ー カ

ドー 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

道路からの接続に段差が

ある。 

・授乳施設や休憩施設がない。

（なくなった） 

・トイレ（便房）が狭く、子ど

もといっしょに利用できない。 
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表 28 特別特定建築物のバリアフリー上の課題（3/3）  

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

商業施設 千葉銀行我孫子

支店 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 

常陽銀行我孫子

支店 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 

我孫子緑郵便局 車いす使用者用駐車施設

がない。 
― 

我孫子駅前郵便

局 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 
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（6）信号機 

信号機のバリアフリー上の主な課題としては、県道我孫子停車場線dと国道 356 号交

差点以外では、バリアフリー対応型信号機が設置されていないことがあります。 

 

表 29 信号機 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

駅まち点検調査及び子育てバリ

アフリーアンケート調査での意

見（問題点、提案等） 

信号機 市道 14-010 と市道

00-006a 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

・時間が長くなるような押しボ

タン信号を設置してほしい。 

・音響式にしてほしい。音声誘

導の信号機がほしい。 

・右左折信号があるとよい。 

 市道 00-006b と市

道 00-039n 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 市道 00-039f と市

道 00-039a 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 市道 00-039a と市

道 00-039h 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 けやきプラザ敷地

内と市道 13-013 交

差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 駅前広場と県道我

孫子停車場線 b 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 県道我孫子停車場

線 d と国道 356 号 
― 

 市道 18-001g と市

道 00-022 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 
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4.3.2 天王台地区 

現地踏査及び平成16年11月20日に実施した我孫子市交通安全総点検結果を踏まえ、

天王台地区における移動等円滑化基準の達成状況及び我孫子市交通安全総点検参加者か

らの意見を整理します。 

（1）JR天王台駅 

JR天王台駅におけるバリアフリー上の主な課題としては、連絡通路の一部に手すりが

設置されていないこと、駅構内のエスカレーターの一部に音声による案内がないこと、

プラットホームの一部の勾配が 1％以上となっていること及び多機能トイレが設置され

ていないことがあります。 

 

表 30 JR天王台駅におけるバリアフリー上の課題 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

経 路 出入り口 ― ― 

 連絡通路 通路の一部に手すりが設

置されていない。 
― 

 階段 ― ― 

 エレベーター ― ― 

 エスカレーター ― ― 

構 内 改札口 ― ― 

 階段 ― ― 

 エスカレーター 一部で音声による案内が

実施されていない。 
― 

 プラットホーム 一部で勾配が 1％以上と

なっている。 
― 

施設・設備 トイレ 多機能トイレが設置され

ていない。 
― 

 券売機 ― ― 

視覚障害者誘導用ブロック ― ― 
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図 37天王台駅構内図 
〔出典 JR東日本 HP より〕 
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（2）旅客施設 

バス停におけるバリアフリー上の主な課題としては、小暮・郵便局・天王台駅南口・

久保台・天王台駅北口のバス停で、案内板に点字による表示がない、視覚障害者誘導用

ブロックが設置されていないことがあります。 

 

表 31 天王台地区の旅客施設のバリアフリー上の課題 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

旅客施設 バス停 

(路線バス) 

案内板に点字による表示

がない。 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

― 
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（3）生活関連経路 

生活関連経路に設定されている歩道等のバリアフリー上の主な課題としては、次のこ

とがあります。 

・歩道の有効幅員：市道 00-014・市道 00-016・市道 00-015・市道 25-003・天王台駅

南口駅前広場・国道 356 号の一部及び市道 00-020 の一部では２

ｍ以上の有効幅員がありおおむねバリアフリー化が図られている

が、その他の路線ではバリアフリー上の課題のある区間がある。 

・歩道の舗装  ：ほとんどの路線で滑りにくい舗装（透水性舗装等）による整備が

されていない。 

・歩道の縦断勾配：市道 25-046・国道 356 号・市道 00-020 の一部で 5％以上の縦断

勾配となっている区間がある。 

・歩道の横断勾配：市道 25-040・市道 25-046・天王台南口駅前広場・市道 00-018・

国道 356 号及び市道 00-020 で 1％以上の横断勾配となっている

区間がある。 

・歩車道の分離 ：市道 00-020 で高さ 15cm未満の縁石となっている。 

 

表 32 生活関連経路のバリアフリー上の課題 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

有効幅員 有効幅員が 2m 未満の区

間がある。 

・歩道に視覚障害者誘導用ブ

ロックをつけてほしい。 

・歩きにくい箇所がある。 

・マンホールの段差がある。 

・違法占有物があり歩きにくい。 

・違法駐輪があり歩きにくい。 

・電柱が真ん中にあり歩きにく

い。 

・視覚障害者誘導用ブロックが

小さく、途中で切れている。 

舗 装 ほとんどの路線で滑りに

くい舗装となっていな

い。 

縦断勾配 8％以上の縦断勾配の区

間がある。 

横断勾配 2％以上の横断勾配の区

間がある。 

歩車道の分離 一部路線で高さ 15cm 未

満の縁石となっている。 
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（4）都市公園 

都市公園のバリアフリー上の主な課題としては、天王台西公園及び柴崎３号公園で視

覚障害者誘導用ブロックがないこと、天王台西公園で多機能トイレが設置されていない

ことがあります。 

 

表 33 都市公園 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

都市公園 天王台西公園 視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

多機能トイレが設置され

ていない。 

― 

柴崎３号公園 視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 
― 
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（5）特別特定建築物 

特別特定建築物のバリアフリー上の主な課題としては、次のことがあります。 

・天王台行政サービスセンターでは、道路から窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが

敷設されていない、車いす使用者用駐車施設がない、及び駐車スペースで 2cm以上

の段差がある。 

・天王台北近隣センターでは、車いす使用者用駐車施設がない。 

・千葉興業銀行我孫子支店では、道路から窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設

されていない、車いす使用者用駐車施設がない、駐車スペース及び道路からの接続

で 2cm以上の段差がある。 

・京葉銀行天王台支店では、道路から窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設され

ていない、車いす使用者用駐車施設がない、及び駐車スペースで 2cm以上の段差が

ある。 

・千葉銀行天王台支店では、道路から窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設され

ていない、車いす使用者用駐車施設がない。 

・東我孫子駅前郵便局では、道路から窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設され

ていない、車いす使用者用駐車施設がない。 
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表 34 特別特定建築物のバリアフリー上の課題（1/2） 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

官公庁施設 天王台行政サー

ビスセンター 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

駐車スペースに段差があ

る。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 

集会施設 天王台北近隣セ

ンター 

車いす使用者用駐車施設

がない。 
― 

福祉施設 我孫子市ファミ

リーサポートセ

ンター 

― ― 

商業施設 ホテルマークワ

ンアビコ 
― ― 

千葉興業銀行我

孫子支店 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

道路からの接続に段差が

ある。 

駐車スペースに段差があ

る。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 
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表 35 特別特定建築物のバリアフリー上の課題（2/2） 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

商業施設 京葉銀行天王台

支店 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

駐車スペースに段差があ

る。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 

千葉銀行天王台

支店 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 

我孫子郵便局 ― ― 

我孫子柴崎台郵

便局 
― ― 

東我孫子駅前郵

便局 

視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない。 

車いす使用者用駐車施設

がない。 

― 
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（6）信号機 

信号機のバリアフリー上の主な課題としては、交差点にバリアフリー対応型信号機が

設置されていないことがあります。 

 

表 36 信号機 

項  目 
移動等円滑化基準を 

満たしていない主な事項 

我孫子市交通安全総点検参加者

からの意見（問題点、提案等） 

信号機 市道 00-015 と市道

00-016a 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

・音響式にしてほしい。 

・音声誘導の信号機がほしい。 

  市道 00-016c と市

道 25-040b 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 市道 00-018a と市

道 00-018b 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 市道 00-018c と市

道 00-020a 交差点 
― 

 市道00-018iと市道

00-017a 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 市道 00-020c と市

道 00-020d 交差点 
― 

 市道 00-020h と国

道 356 号 a 交差点 
― 

 国道 356 号 b と国

道 356 号 c 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 市道 00-017b と市

道 00-017c 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 国道 356 号 d と市

道 00-017c 交差点 

バリアフリー対応型信号

機がない。 

 国道 356 号 d と市

道 32-035 交差点 
― 
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5. バリアフリー化のために実施すべき特定事業等 

5.1 特定事業の考え方 

特定事業及びその他の事業により、次の整備を実施していきます。 

整備箇所 整 備 内 容 事 業 

駅構内など 

○駅の出入り口の移動円滑化 

・駅出入り口から駅前広場までの自由通路の整備、段差・勾配の解消 

道  路 

特定事業 

○駅構内の移動円滑化 

・昇降施設の設置 

・階段や昇降施設への経路案内の充実 

・駅利用者の安全の充実 

○駅構内の利便性向上 

・身障者トイレや多機能トイレの充実 

・窓口、改札口や券売機の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックや音声案内などによる案内誘導の充実 

公共交通 

特定事業 

駅前広場 

○交通結節機能としての移動円滑化 

・駅出入り口から公共交通機関の乗り場までの移動経路の誘導案内の充実 

・誰もがわかりやすい案内表示板（ユニバーサルデザイン）の整備 

公共交通 

特定事業 

公共交通 

機  関 

・継続的な低床バスの導入推進 

・車いす対応のタクシーの導入推進 

公共交通 

特定事業 

道 
 
 

 
 

路 

歩道等 

○生活関連経路 

・歩道の設置 

・歩道の勾配や段差などの解消による連続した路面の平たん化の推進 

・歩道幅員の狭い区間でも、できる範囲でのゆとりある歩道幅員の確保 

・視覚障害者誘導用ブロックの規格の統一（形状・大きさ・色など） 

・歩道の透水性舗装など、車いす使用者や高齢者など、誰もが歩行しやすい
歩道舗装 

・交差点や車両乗り入れ口付近の段差や勾配の解消 

○その他 

・主要施設等の位置情報を伝える案内板等を一定間隔で整備 

・生活関連経路上にゆとり空間、たまり空間を一定間隔で整備 

道  路 

特定事業 

交差点 ・主要な交差点におけるバリアフリー対応型信号機などの導入 交通安全
特定事業 

特定路外駐車場 
・誰もが安全かつ円滑に利用できる移動経路の確保 

・高齢者や障害者等が駐車できるスペースの確保や段差の解消 

路外駐車場 

特定事業 

都市公園 
・誰もが安全かつ円滑に施設を利用できる移動経路の確保 

・幼児、高齢者、障害者等、誰もが安全に利用できる施設の整備 

都市公園 

特定事業 

建築物 
・誰もが安全かつ円滑に施設を利用できる移動経路、手段の確保 

・円滑な移動や利用を支援するための案内情報の提供 
その他の
事  業 

その他 
・放置自転車対策、違法駐車対策の実施 

・適切な対応や介助を行うことが出来るよう教育訓練の充実 
その他の
事  業 
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5.2特定事業及びその他の事業 

 

（1）公共交通特定事業 

国土交通省で平成 19 年 7 月に策定した「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円

滑化整備ガイドライン」及び「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイ

ドライン」に基づき整備を行います。 

1）鉄道駅周辺 

我孫子駅では令和６年を目標に、駅構内の緩行線へのホームドアの整備、

天王台駅では令和５年を目標に、駅構内の緩行線へのホームドアの整備を行

います。 

その他については、今後、東日本旅客鉄道㈱（ＪＲ東日本）と協議を行い、

整備箇所、内容及び整備時期を定めていきます。 

 

表 37 ＪＲ我孫子駅における実施事業 

整備箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

連絡通路 ・自由通路の整備 我孫子市 未 定 

エレベーター ・緩行線への駅構内エレベーター整備（6・7 番線ホーム、8

番線ホーム） 

・快速線への駅構内エレベーター整備（1・2 番線ホーム、4・

5 番線ホーム） 

ＪＲ東日

本 

令和 5 年を目標 

トイレ ・多機能トイレの設置 実施済 

駅構内の連絡通路 ・手すりの設置 実施済 

プラットホーム ・優先席位置の表示（6・7 番線ホーム） 

・緩行線へのホームドアの整備（6・7 番線ホーム、8 番線ホー

ム） 

・快速線へのホームドアの整備（1・2 番線ホーム、4・5 番

線ホーム） 

実施済 

令和 6 年を目標 

未 定 

 

表 38 JR天王台駅における実施事業 

整備箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

エレベーター ・緩行線への駅構内エレベーター整備（3・4 番線ホーム） 

・快速線への駅構内エレベーター整備（1・2 番線ホーム） 

ＪＲ東日

本 

未 定 

実施済 

トイレ ・多機能トイレの設置 実施済 

駅構内の連絡通路 ・手すりの設置 実施済 

エスカレーター ・音声による案内の実施 実施済 

プラットホーム ・勾配の改善 

・緩行線へのホームドアの整備（3・4 番線ホーム） 

・快速線へのホームドアの整備（1・2 番線ホーム） 

実施済 

令和 5 年を目標 

未 定 
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2）バス車両・バス停 

市内を運行するバス車両及び重点整備地区におけるバス停のバリアフリー化

について事業者と協議を行い、公共交通特定事業計画の検討を進めていきます。 

 

表 39 バス車両・バス停における実施事業 

整備箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

バス車両 

 ・ノンステップバスの継続的

な導入 

我孫子市、阪

東自動車㈱、

㈱ ニ ュ ー 東

豊、大利根交

通自動車㈱ 

平成 23 年以降 

・障害者等に対応した設備（音

声案内等）の整備 

我孫子市、阪

東自動車㈱、

㈱ ニ ュ ー 東

豊、大利根交

通自動車㈱ 

平成 23 年以降 

バス停 ・点字による案内表示 

・視覚障害者誘導用ブロック

の敷設 

我孫子市、阪

東自動車㈱、

㈱ニュー東豊 

平成 23 年以降 

 



5. バリアフリー化のために実施すべき特定事業等 

 

 84 

 

（2）道路特定事業 

1）道路特定事業を実施する路線 

道路特定事業により整備する路線は、国土交通省省令「移動等円滑化のた

めに必要な道路の構造に関する基準」（以下、道路移動等円滑化基準）に基

づき整備を行います。 

本市では、我孫子駅自由通路や国道 356 号の整備をはじめとして、次の

路線について整備を行います。 

表 40 道路特定事業により実施する路線（我孫子地区） 

事業箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

我孫子駅 ・我孫子駅自由通路の整備  平成 22 年を目標 

国道 356 号 

（我孫子駅前土地区

画整理事業区域内） 

・歩道部の透水性舗装 

・視覚障害者誘導用ブロック

の敷設 
我孫子市 

平成 22 年を目標 

都市計画道路 

３・４・１４号 

・歩道部の透水性舗装 

・視覚障害者誘導用ブロック

の敷設 

平成 22 年を目標 

市道 00-022 ・歩道部の透水性舗装 

我孫子市 平成 23 年以降 市道 00-007 ・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 市道 14-049 

 

表 41 道路特定事業により実施する路線（天王台地区） 

事業箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

市道 00-014 

（くすのき通り） 

・歩道部の透水性舗装 

我孫子市 平成 23 年以降 

市道 00-016 

市道 00-015 

市道 25-003 

天王台南口駅前広場 
・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 
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2）その他事業を実施する路線 

道路移動等円滑化基準では、移動円滑化を図るため、歩道の有効幅員や縦

断勾配について、以下の基準を定めています。 

 

歩道の有効幅員 歩行者の交通量が多い場合は 3.5ｍ以上、その他の場合に

あっては２ｍ以上（道路構造令第 11条に準拠） 

歩道の縦断勾配 ５％以下、ただし地形の状況その他特別な理由によりやむ

を得ない場合においては８％以下とすることができる 

 

生活関連経路のうち一部の経路については、歩道の有効幅員や縦断勾配の

基準を満たしておらず、また地形や用地等の状況から平成 22 年までに改善

することが困難な状況にあります。 

そこで、次の経路では、平成 23 年以降も長期的に道路移動等円滑化基準

への適合をめざすこととし、道路特定事業には位置づけないものの、必要に

応じて優先度の高い路線及び整備箇所から順次整備を進めていきます。 

 

表42 その他の事業により整備する路線（我孫子地区） 

事業箇所 事業内容 事業者 備 考 

国道６号 ・横断勾配の解消 国土交通省 
調整が整い次第、特定

事業とします。 

市道 18-001 

（公園坂通り） 

・歩道の有効幅員の確保 

・急勾配区間の対策 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

我孫子市 

 

市道 00-039 

（我孫子駅北口通

り） 

・急勾配区間の対策 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

緩勾配区間では、道路

移動等円滑化基準に

準拠した整備をめざ

します。 

市道 00-006 

（丘の道） 

 

市道 14-060 
・歩道の設置 

 

市道 13-013  

市道 14-011 

・歩道の有効幅員の確保 

・急勾配区間の対策 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

・歩車道分離対策 
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表43 その他の事業により整備する路線（天王台地区） 

事業箇所 事業内容 事業者 備 考 

国道 356 号 

・歩道の有効幅員の確保 

・急勾配区間の対策 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

千葉県 

 

市道 25-040 

・歩道の有効幅員の確保 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

我孫子市 

 

市道 25-046 
・歩道の有効幅員の確保 

・急勾配区間の対策  

市道 00-018 

（泉・天王台通り） 

・歩道設置または有効幅員の

確保※ 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

※駅西側の狭小区間

においては歩道の設

置または有効幅員の

確保をめざす 

市道 00-017 

（相野谷通り） 

・歩道の有効幅員の確保 

・急勾配区間の対策 

・歩道部の透水性舗装 
 

市道 32-035 
・歩道の設置 

 

市道 29-034  

市道 00-020 

（あやめ通り） 

・歩道の有効幅員の確保 

・急勾配区間の対策 

・歩道部の透水性舗装 

・横断勾配の解消 

・歩車道分離対策 

 

 

なお、歩道の設置や有効幅員の確保ができない場合には、カラー舗装等による歩

車分離のほか、交通規制等のソフト的な手法による対策の展開について検討してい

くこととします。 

また、解消が困難な急勾配区間については、手すりや踊場（平たんなスペース）

の設置など、高齢者や障害者等の移動に配慮した対策を検討します。 
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（3）都市公園特定事業及び特定路外駐車場の整備 

都市公園は、国土交通省で平成 20 年 1 月に策定した「都市公園の移動等円滑

化整備ガイドライン」に基づき整備します。また、特定路外駐車場は、「移動等

円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省

令」に基づいた整備を進めます。 

1）都市公園特定事業 

都市公園特定事業については、平成 20 年を目標に整備を実施する我孫子

駅南口 1 号公園（整備中）を対象とします。 

 

表44 都市公園特定事業 

事業箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

我孫子駅南口 1 号公園 

（整備中） 
・バリアフリー対応で整備 我孫子市 

平成 20 年事

業完了予定 

 

2）その他の公園整備 

そのほか、天王台地区に立地する天王台西公園、柴崎 3 号公園については、

入口や園内の段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの敷設、障害者用の駐車

スペースの整備など、必要に応じて改修を行います。 

 

3）特定路外駐車場の整備 

我孫子北口駅前駐車場について、障害者用駐車スペースの確保や場内にお

ける視覚障害者誘導用ブロックの敷設などについて、施設設置管理者との協

議を行いながら今後検討していきます。 
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（4）交通安全特定事業 

1）信号機等の設置に関する事業 

信号機の設置・改良については、多くの歩行者の通行が想定される次の交

差点について実施します。 

 

表45 信号機等の設置に関する事業（我孫子地区） 

事業箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

市道 00-039 号及び

市道 14-049 号交差

点 ・バリアフリー対応型信号機

等の設置 
公安委員会 平成 23 年以降 

駅前広場及び県道我

孫子停車場線 

 

表46 信号機等の設置に関する事業（天王台地区） 

事業箇所 事業内容 事業者 事業実施時期 

市道 00-017 号及び

市道 00-018 号交差

点 

・バリアフリー対応型信号機

等の設置 
公安委員会 平成 23 年以降 

 

上記以外の交差点については、公安委員会との協議を行いながら、引き続

き信号機等の改良について検討していきます。 

 

2）違法駐車行為の防止のための事業 

快適な歩行空間の形成を疎外する違法駐車行為の防止に向け、生活関連経

路全路線について、以下の取り組みを重点的に展開します。 

 

● 歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車などの違法駐車の

取締りの強化 

● 横断歩道やバス停付近の違法駐車の取締り 

● 地域の関係機関などと連携した広報・啓発活動の実施 
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（5）その他の事業 

建築物のバリアフリー化については、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるように

するために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」を踏

まえるとともに、「千葉県福祉のまちづくり条例（平成 8 年 3 月）」及び「千葉県建築

物ユニバーサルデザイン整備指針（平成 17 年３月）」との連携を強化し、公共性の高い

施設や福祉施設から順次取り組んでいきます。 

特に 2,000 ㎡以上の特別特定建築物については、バリアフリー新法の目標（平成 22

年までに総ストックの約 50％について移動円滑化を実施）に基づき優先的にバリアフ

リー化を促進します。その他の民間建築物についてもバリアフリー化が進むように、事

業者の普及啓発に努めます。 

また、歩道上の違法駐輪に対応するため、市駐輪場の一時利用の促進や民間施設での

駐輪場整備の啓発に努めます。 

このほか、工事中であっても、安全・安心に利用者が歩ける空間を確保できるよう通

路の幅員確保、段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、工事情報の提供などを促

進します。 
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5.3その他の取り組み 

（1）心のバリアフリーの推進 

施設などのバリアフリー化が進んだ場合でも、歩道上の放置自転車や看板などが歩行

者の通行を妨げたり、視覚障害者誘導用ブロック上に障害物が置かれていたりした場合

には、バリアフリー化の効果が十分に発揮できません。また、近くにいる人のちょっと

した気遣いや介助などが何より重要となる場合もあります。 

さらに、内部障害や聴覚障害のある人など、見た目では気づきにくい障害もあり、様々

な障害があることを多くの人に理解してもらう必要があります。 

そのため、市民をはじめ福祉関係団体、民間事業者及び行政の関係者が連携を図りな

がら、啓発活動を推進するなど心のバリアフリーの推進を行います。 

1）心のバリアフリーの基本的な考え方 

心のバリアフリーの取り組みについては、市民一人ひとりの理解と協力をはじめ、

様々な関係者との連携や協力が必要です。困っている人に進んで声をかけたり、マ

ナーを守るなど、市民一人ひとりの意識を向上させる取り組みを推進します。 

 

2）市民に対する啓発、情報提供の推進 

市の広報誌や学校教育の場などを通じて、小さな子どものときから、障害のある

人の現状やバリアフリーに対する理解、日常行動におけるモラルの向上などに努め

ます。また、バリアフリーマップの作成や提供により、利用者の利便性を高めます。 

 

3）バリアフリーに関する研修の充実 

不特定多数の人が利用する公共施設や公共交通機関及び民間施設の職員に対して、

高齢者や障害のある人などの心理的・身体的特性、多様なニーズを理解してもらう

とともに、介助や気遣いなど適切な対処ができるようにするため、バリアフリー研

修会の参加や実施を積極的に進めます。 
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（2）情報のバリアフリー化の推進 

すべての利用者にできる限りわかりやすいよう、案内標識や誘導標識の整備を進めま

す。なお、視覚障害者などに配慮した音声や点字による案内、子どもや知的障害者に配

慮したひらがな表記や標準案内用図記号の表示、外国籍の人に配慮したローマ字表記な

ど、だれにでもわかりやすい案内表示に努めます。 

また、災害時要援護者に向けた情報提供、駐車場入口などにおける聴覚障害者などに

配慮した注意喚起の情報提供などにも努めます。 

そのほか、近年の情報通信技術の発展により、ICタグを活用した移動支援のためのユ

ビキタスな環境づくりが進められています。このような、新技術を活用し高齢者や障害

のある人などの移動の支援や効果的な情報提供に向けた取り組みを実施します。 

 

（3）放置自転車や路上の違反広告物などの対策推進 

違法駐輪及び自転車通行のマナー向上を図るための啓発活動を実施するとともに、通

行の障害となっている放置自転車の撤去を実施します。さらに、歩道にはみ出している

路上違反広告物や商品などの撤去、指導、啓発活動を行います。 
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6. 基本構想の実現に向けて 

 

1）継続的な取り組み 

基本構想策定後は、各施設設置管理者や公共交通事業者などが事業を実施します。

その際、利用者の意見を踏まえ、また、市民、福祉関係団体、民間事業者、行政の

担当者などが互いに連携を図りつつ、計画に基づいて事業を実施するとともに、評

価、改善していく継続的な取り組みが必要となっています。 

そのため、今後、市民、福祉関係団体、民間事業者、行政の担当者などが連携し

たフォローアップ体制を構築します。 

 

2）特定事業計画作成上の留意事項 

基本構想の中では、必要な事業について特定事業として平成 22 年までに実施を目

標としていますが、平成 23 年以降に実施する事業についても、できる限り早期に実

現できるように努めます。 

また、高齢者や障害のある人をはじめ、すべての人の意見が計画に反映されるよ

うに努めます。 

 

3）準重点整備地区及びその他の地区への展開 

重点整備地区は、特に優先してバリアフリー事業を実施する地区ですが、今後と

も高齢者の増加が想定される中で、準重点整備地区及び重点整備地区の区域外の地

区についてもバリアフリー化を進めることが重要です。 

本市においては、バリアフリー実施計画（平成 15 年度）において、準重点整備地

区などのバリアフリー化を計画しており、準重点整備地区以外についてもバリアフ

リー化の推進を展開していきます。 

また、今後一層市民の意見を反映し、我孫子市全域のバリアフリー化の実現に向

けた取り組みを行っていきます。 
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7. 資 料 

 

 

 ⅰ 我孫子市移動等円滑化基本構想策定協議会委員名簿 

 ⅱ 我孫子市移動等円滑化基本構想策定会議名簿 

 ⅲ バリアフリー対応図及び対応表 

 ⅳ 用語の説明 



 

 94 

ⅰ 我孫子市移動等円滑化基本構想策定協議会委員名簿 

 

 

 所 属 役 職 氏 名 種 別 

1 
我孫子市障害者福祉センター 

家族会「こぴあ」 
会長 藤島 亘 障害者団体 

2 我孫子市視覚障害者協会 会長 村越 久 障害者団体 

3 
特定非営利活動法人 

我孫子市手をつなぐ育成会 
理事長 白水 幹久 障害者団体 

4 
日本大学理工学部 

社会交通工学科交通環境研究室 

教授 

工学博士 
藤井 敬宏 

学識経験者 

【委員長】 

5 
東日本旅客鉄道㈱東京支社 

総務部企画室 
副課長 小林 俊雄 鉄道事業者 

6 
東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

総務部 
企画担当課長 飯島 真樹 鉄道事業者 

7 阪東自動車㈱ 課長 川崎 直仁 バス事業者 

8 ㈱ニユー東豊 代表取締役社長 豊島 善浩 バス事業者 

9 
第一富士交通㈱ 
(我孫子市内タクシー運営委員会長) 

社長 栗原 仁太郎 タクシー事業者 

10 我孫子交通㈱ 常務取締役 小川 弘 タクシー事業者 

11 
国土交通省関東運輸局 

交通環境部消費者行政・情報課 
課長 山中 克己 関係機関(国) 

12 
千葉県総合企画部交通計画課 

総合交通企画室 
室長 石井 健一 関係機関(県) 

13 
千葉県東葛飾地域整備センター

柏整備事務所 維持管理課 
課長 中山 拓也 関係機関(県) 

14 
千葉県警察本部 

交通規制課都市総合交通対策係 
係長 浅野 正幸 公安委員会 

15 我孫子警察署 警部補 鈴木 雅己 公安委員会 

16 我孫子市保健福祉部 部長 鈴木 孝 関係機関(市) 

17 我孫子市都市部 部長 富田 佐太郎 関係機関(市) 

18 我孫子市建設部 部長 戸辺 憲興 
関係機関(市) 

【副委員長】 

19 我孫子市商工会 理事 玉田 千代子 商工会 

20 我孫子南まちづくり協議会 管理部会長 新保 美恵子 市民団体 
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ⅱ 我孫子市移動等円滑化基本構想策定会議名簿 

 

 

 

 部 課 職 名 氏 名 

1 企画調整室 企画調整担当 次長 山根 雄二 

2 環境生活部 市民活動支援課 次長 十文字 栄一 

3 環境生活部 市民安全室 室長 椎名 康雄 

4 環境生活部 商工観光課 課長 黒川 友幸 

5 保健福祉部 福祉総合相談室 参事 村田 義規 

6 保健福祉部 介護支援課 課長 大塚 基勝 

7 保健福祉部 生活支援課 次長 松本 道雄 

8 建設部 交通課 次長 樋口 誠 

9 建設部 道路課 課長 星野 憲久 

10 都市部 都市計画課 次長 遠藤 幸太郎 

11 都市部 公園緑地課 課長 飯嶋 政光 

12 都市部 地域整備課 課長 高木 範義 

13 都市部 住宅課 参事 佐久間 隆 

14 教育委員会 教育総務部 総務課 次長 義隆 伸敏 
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 ⅲ バリアフリー対応図及び対応表 

 

■我孫子地区 
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A)鉄道駅 
調査対象施設 項目 バリアフリー状況 

JR 我孫子駅 出入口 ・幅 90cm以上 ○  

 連絡通路 ・幅 140cm以上 △ 一部通路に手すりが設置されていない 

・手すり ○   
階段 

・手すりに点字板の設置 ○  

 エレベーター ・車いす対応 ○  

 

経路 

エスカレーター ・音声による案内 ○  

 改札口 ・有人改札幅 90cm以上 ○  

・手すり ○   
階段 

・手すりに点字板の設置 ○  

・車いす対応 ○   
エスカレーター 

・音声による案内 ○ 
 

・勾配 1%以下 ○   

構内 

プラットホーム 
・音声・文字表示による適切な案内標示 △ 

6・7番ホームに優先席への近接位置の表示

無し 

・手すり ○  

・洗面器の高さ ○  

・小便器に手すり ○  

 

トイレ 

・車いす使用者用便房の設置 × 車いす使用者用便房が設置されていな

い 

・高さ 80cm程度 ○   

施設・設備 

券売機 
・点字板の設置 ○  

・有人改札に設置 ○  

・階段・エレベーター・エスカレーターへの

誘導 
○ 

 
 視覚障害者誘導用ブロック 

・ホームの端から 80cm以上 ○ 
 

  

B)バス停留所 
対象施設 調査対象施設 バリアフリー状況 

・我孫子駅 

・我孫子駅入口 

・緑 1 丁目 

・我孫子駅北口 

・松園入口 

× 

・案内板に点字による表示がない 旅客施設 バス停 

・我孫子駅（あびバス） 

・我孫子駅北口（あびバス） 

・我孫子駅前郵便局（あびバス） 

・アビコ外科（あびバス） 

・エスパ入口（あびバス） 

× 

・案内板に点字による表示がない 

・視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない 

  

C)車両 
対象施設 調査対象施設 バリアフリー状況 

・常磐線   鉄道 
・成田線   

・阪東バス 

○ 

・ノンステップバスの割合 全体の 40%（17 年 3 月現在） 

東我孫子車庫⇔慈恵医大病院 

我孫子駅北口⇔あけぼの山公園入口 

・ニュー東豊バス   

車両等 

バス 

・あびバス   

  

 



 

 98 

 

D)生活関連経路 
 

対象施設 歩道の構造（１） 歩道の構造（2） 

対象路線 区間 歩道の形式※1 高さ 歩車道の分離 有効幅員 舗装 縦断勾配 横断勾配※2 

  セミフラットを原則 5cmを標準とす

る 
15cm以上の 

縁石を設置 

2m以上 

(自歩道は 3m） 

透水性舗装 

平たんで滑り

にくい仕上げ 

5%以下 

(やむを得ない 

場合 8%以下) 

1%以下 

(やむを得ない 

場合 2%以下) 

備 考 

国道 6 号  マウントアップ 15 cm ○ ○ ○ ○  (7%)  

a マウントアップ 15 cm ○ 1.6m ○ ○  (3.5%)  国道 356 号 

b フラット 0 cm ○ 1.4m ○ ○ ○  

a マウントアップ 20 cm ○ ○ ○ ○ ○  

b マウントアップ 20 cm ○ ○ ○ ○ ○  

c セミフラット 5 cm ○ ○ ○ ○ ○  

県道 

我孫子停車場線 

d セミフラット 5 cm ○ ○ ○ ○ ○  

市道 00-022 マウントアップ 22 cm ○   ○ ○  

市道 00-007  フラット 0 cm ○ ○  ○ (8.7%)  

a マウントアップ 16 cm ○ 0.85m  ○ ○  

b マウントアップ 16 cm ○ 1m  ○ ○  

c マウントアップ 16 cm ○ 1.1m  △(5.2 %) △(1.7%)  

d-1 マウントアップ 20 cm ○ 1.1m  △(6.1 %) (7%)  

d-2 セミフラット 5 cm ○ 1.4m  △(5.2 %) △(1.7%)  

e マウントアップ 20 cm ○ 1.4m   (14%) △(1.7%)  

f マウントアップ 20 cm ○ 1.5m  ○ ○  

市道 18-001 

（公園坂通り） 

g マウントアップ 20 cm ○ 1.5m  ○ △(1.7%)  

a マウントアップ 19 cm ○ ○  ○  (6.1%)  

b マウントアップ 22 cm ○ ○  ○ ○ 路面に水溜り 

c マウントアップ 19 cm ○ ○  ○ △(1.7%)  

d マウントアップ 19 cm ○ ○  ○ ○  

e マウントアップ 20 cm ○ ○  ○ △(1.7%)  

f マウントアップ 20 cm ○ ○  △(7%)  (3.5%)  

g マウントアップ 20 cm ○ ○  △(7%)  (3.5%)  

h マウントアップ 17 cm ○ ○  ○ △(1.7%)  

i マウントアップ 17 cm ○ ○  ○ △(1.7%)  

j マウントアップ 18 cm ○ ○  ○ △(1.7%)  

k マウントアップ 17 cm ○ ○  ○ ○  

l マウントアップ 18 cm ○ ○  ○  (3.5%)  

m マウントアップ 20 cm ○ ○  ○  (5.2%)  

n マウントアップ 19 cm ○ ○  (8.7%) △(1.7%)  

市道 00-039 

(我孫子駅北口通り） 

o マウントアップ 20 cm ○ ○  (8.7%) △(1.7%)  

a マウントアップ 20 cm ○ ○  △(7%) △(1.7%)  市道 00-006 

（丘の道） b マウントアップ 19 cm ○ ○  ○ ○ 路面に凹凸 

a マウントアップ 22 cm ○ ○  ○  (5.2%)  

b マウントアップ 22 cm ○ ○  ○ ○  

c マウントアップ 22 cm ○ ○  ○ △(1.7%)  

d マウントアップ 22 cm ○ ○  ○  (3.5%)  

e マウントアップ 20 cm ○ ○  ○ ○  

市道 14-049 

f マウントアップ 22 cm ○ ○  ○  (3.5%)  

a 歩道無し        市道 14-060 

b 歩道無し        

 
 

けやきプラザ敷地内 マウントアップ 20 cm ○  
 ○ ○  

市道 14-010 マウントアップ 20 cm ○ 1.7m 
 ○ △(1.7%)  

a マウントアップ 20 cm ○ 1.6m  △(7%) △(1.7%)  

b マウントアップ 18 cm ○ 1.6m  ○ △(1.7%)  

c マウントアップ 8 cm 8cm 1.2m  ○ ○ 路面に凹凸 

市道 14-011 

d マウントアップ 8 cm 8cm 1.4m   (21.2%) ○ 路面に凹凸 

市道 13-013号 歩道無し        

  
歩道の構造（1）：歩道の一般的構造に関する基準により、セミフラット形式とすることが基本とされ、 

歩道の新設・改築の場合は基本的にセミフラット形式とする事とされた。 

 ：水はけの良い仕上げとなっていない  ：横断勾配が 1％より大きい値となっている 

 ：縦断勾配が 5％より大きい値となっている  ：15cm以上の縁石等で区切られていない 

※1 特定経路については、セミフラット形式が原則とされている 

※2 歩道の横断勾配について、特定経路については透水性舗装を行った上で、横断勾配を 1%以下とする事を原則とするとされている  
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E)特定路外駐車場及び都市公園 
バリアフリー状況 対象施設 調査対象施設 

道路からの接続 駐車場 施設入口 トイレ 施設内 

特定路外駐車場 ・我孫子北口駅前駐車場   ○   

・我孫子駅南口 1 号公園 ○ ○ ○   都市公園 

・手賀沼公園 ○ ○ ○ ○  

  

 

F)特別特定建築物 
バリアフリー状況 

対象施設 調査対象施設 
道路からの接続 駐車場 施設入口 トイレ 施設内 

公共公益施設 官公庁施設 ・我孫子市行政サービスセンター ○ ○ 
 

○ ○ 

学校教育施設 該当無し      

・我孫子市民プラザ  ○ ○ ○ ○ 

教育施設 

文化施設 

・生涯学習センター「アビスタ」 ○ ○ 
 

○ ○ 

・我孫子南近隣センター ○ ○ ○ ○ ○ 集会施設 集会施設 

・あびこ市民活動ステーション ○ ○ ○ ○ ○ 

・あびこクリニック      医療施設 

・アビコ外科整形外科病院   ○   

福祉施設 

福祉施設 該当無し      

・エスパ ○  ○ ○ ○ 商業施設 

・イトーヨーカドー我孫子店    ○ ○ ○ 

・千葉銀行我孫子支店   ○  ○ 

・京葉銀行我孫子支店      

金融機関 

・常陽銀行我孫子支店   ○  ○ 

・我孫子緑郵便局 ○    ○ 

特
別
特
定
建
築
物 

その他施設 

郵便局 

・我孫子駅前郵便局     ○ 

  

 

G)信号機 
対象施設 調査対象施設 バリアフリー状況 

・市道 14-010 ・市道 00-006 a × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-006 b ・市道 00-039 n × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-039 f ・市道 00-039 a × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-039 a ・市道 00-039 h × バリアフリー対応型信号でない 

・けやきプラザ敷地内 ・市道 13-013 × バリアフリー対応型信号でない 

・駅前広場 ・県道我孫子停車場線 b × バリアフリー対応型信号でない 

・県道我孫子停車場線 d ・国道 356 号 ○ バリアフリー対応済み 

信号機 

・市道 18-001 g ・市道 00-022 × バリアフリー対応型信号でない 

  

 
【凡例】                                                   

バリアフリー状況  ：2cm以上の段差有り 

 バリアフリー対応済み  ：入口の幅が基準に達していない（90cm） 

 1 項目未対応  ：視覚障害者誘導用ブロックが設けられていない 

 2 項目未対応  ：障害のある人向けの駐車スペースが無い 

 3 項目以上未対応  ：便所が障害者対応していない 

 調査未実施  ：車いすで利用可能なエレベータが無い 

  

 

 

 

  



 

 100 

 

■天王台地区 
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A)鉄道駅 
調査対象施設 バリアフリー対応済み バリアフリー状況 

JR 天王台駅 出入口 ・幅 90cm 以上 ○  

 連絡通路 ・幅 140cm以上 △ 一部通路に手すりが設置されていない 

・手すり ○   
階段 

・手すりに点字板の設置 ○  

 エレベーター ・車いす対応 ○  

 

経路 

エスカレーター ・音声による案内 ○  

 改札口 ・有人改札幅 90cm 以上 ○  

・手すり ○   階段 
・手すりに点字板の設置 ○  

・車いす対応 △ 一部音声による案内無し  
エスカレーター 

・音声による案内 ○  

・勾配 1%以下 △ 一部勾配 1%以上  

構内 

プラットホーム 
・音声・文字表示による適切な案内標示 ○  

・手すり ○  

・洗面器の高さ × 洗面器の高さが不適当 

・小便器に手すり ○  

 

トイレ 

・車いす使用者用便房の設置 × 車いす使用者用便房が設置されていな

い 

・高さ 80cm程度 ○   

施設・設備 

券売機 
・点字板の設置 ○  

・有人改札に設置 ○  

・階段・エレベーター・エスカレーターへの

誘導 
○  

 

視覚障害者誘導用ブロック 

・ホームの端から 80cm以上 ○  

  

B)バス停留所 
対象施設 調査対象施設 バリアフリー状況 

・小暮 × 

・郵便局 × 

・天王台駅南口 × 

・久保台 × 

旅客施設 バス停 

・天王台駅北口 × 

・案内板に点字による表示がない 

・視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない 

  

C)車両 
対象施設 調査対象施設 バリアフリー状況 

・常磐線   鉄道 
・成田線   

・阪東バス 

○ 

・ノンステップバスの割合 全体の 40%（17 年 3 月現在） 

東我孫子車庫⇔慈恵医大病院 

我孫子駅北口⇔あけぼの山公園入口 

・ニュー東豊バス   

車両等 

バス 

・あびバス   
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D)生活関連経路 
対象施設 歩道の構造（１） 歩道の構造（2） 

対象路線 区間 歩道の形式※1 高さ 歩車道の分離 有効幅員 舗装 縦断勾配 横断勾配※2 

  セミフラットを原則 5cmを標準とす

る 

15cm 以上の 

縁石を設置 

2m 以上 

(自歩道は 3m） 

透水性舗装 

平たんで滑りに

くい仕上げ 

5%以下 

(やむを得ない 

場合 8%以下) 

1%以下 

(やむを得ない 

場合 2%以下) 

備 考 

a マウントアップ 18cm ○ ○  ○   ○  

c マウントアップ 18cm ○ ○  ○   ○  

d マウントアップ 15cm ○ ○  ○   ○  

e マウントアップ 15cm ○ ○  ○   ○  

g マウントアップ 18cm ○ ○  ○   ○  

市道 00-014 

（くすのき通り） 

h マウントアップ 18cm ○ ○  ○   ○  

a マウントアップ 15cm ○ ○  ○ ○  

b マウントアップ 20cm ○ ○  ○   ○  

市道 00-0116 

c マウントアップ 18cm ○ ○  ○   ○  

a マウントアップ 20cm ○ 1.6ｍ  ○ △(1.7%)  市道 25-040 

b マウントアップ 20cm ○ 1.1m  ○   ○  

a-1 マウントアップ 20cm ○ 1.05m  ○   △(1.7%)  

a-2 マウントアップ 20cm ○ 1.05m  10.5% 3.5%  

b マウントアップ 15cm ○ 1.73m  ○ ○  

c マウントアップ 23cm ○ 1.5m  ○   ○  

市道 25-046 

d マウントアップ 20cm ○ 1.7m  ○ ○  

市道 00-015 マウントアップ 15cm ○ ○  ○   ○  

市道 25-003 マウントアップ 15cm ○ ○  ○   ○  

a マウントアップ 15cm ○ ○  ○   ○  

b マウントアップ 15cm ○ ○  ○   ○  

天王台南口駅前広場 

c マウントアップ 15cm ○ ○  ○ 5.2%  

a フラット 0cm ○ 1.35m  ○ △(1.7%)  

b フラット 0cm ○ 0.75m  ○ △(1.7%) 路面に水溜り 

c～i マウントアップ 15cm ○ ○ ○ ○ ○  

市道 00-018 

（泉・天王台通り） 

ｊ 歩道なし        

 

 
市道 00-017 

（相野谷通り） 
a～c マウントアップ 15cm ○ ○ ○ ○ ○  

a-1 フラット 0cm ○ ○  ○ 14%  

b フラット 0cm ○ 1m  ○ ○  

c-1 フラット 0cm ○ 1.65m  ○ 7% 凹凸・ひび割れ 

c-2 フラット 0cm ○ 1.65m  △(7%) 3.5%  

c-3 マウントアップ 20cm ○ 1.65m  12.3% 3.5%  

c-4 フラット 0cm ○ 1.65m  △(7%) 3.5%  

国道 356 号 

c-5 セミフラット 2cm ○ 1.6m  ○ ○ 凹凸・ひび割れ 

市道 32-035 歩道なし        

a 歩道なし        

b 歩道なし        

c 歩道なし        

市道 29-034 

d 歩道なし        

a マウントアップ 16cm ○ 1.4m  ○ ○  

b マウントアップ 16cm ○ ○  ○   ○  

c マウントアップ 16cm ○ 1.8m  ○ ○  

d マウントアップ 16cm ○ ○  ○   ○  

e-1 マウントアップ 16cm ○ ○  △(5.2%) △(1.7%)  

e-2 マウントアップ 16cm ○ ○  ○   ○  

f-1 マウントアップ 16cm ○ ○  △(7%) ○  

f-2 マウントアップ 16cm ○ ○  28.7% 3.5%  

h マウントアップ 16cm 8cm 1.4m  ○ ○ 路面に凹凸 

市道 00-020 

（あやめ通り） 

i マウントアップ 16cm ○ 1.6m  ○   ○  

  
歩道の構造（1）：歩道の一般的構造に関する基準により、セミフラット形式とすることが基本とされ、 

歩道の新設・改築の場合は基本的にセミフラット形式とする事とされた。 

 

 ：水はけの良い仕上げとなっていない  ：横断勾配が 1％より大きい値となっている 

 ：縦断勾配が 5％より大きい値となっている  ：15cm以上の縁石等で区切られていない 

※1 特定経路については、セミフラット形式が原則とされている 

※2 歩道の横断勾配について、特定経路については透水性舗装を行った上で、横断勾配を 1%以下とする事を原則とするとされている  
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E)都市公園 
バリアフリー状況 対象施設 調査対象施設 

道路からの接続 駐車場 施設入口 トイレ 施設内 

特定路外駐車場 該当無し      

・天王台西公園  無 ○   都市公園 

・柴崎 3 号公園  無 ○ ○  

  

 

F)特別特定建築物 
バリアフリー状況 

対象施設 調査対象施設 
道路からの接続 駐車場 施設入口 トイレ 施設内 

公共公益施設 官公庁施設 天王台行政サービスセンター   ○ ○ ○ 

学校教育施設 該当無し      教育施設 

文化施設 該当無し      

集会施設 集会施設 天王台北近隣センター ○  ○ ○ ○ 

医療施設 該当無し      福祉施設 

福祉施設 我孫子市ファミリーサポートセンター      

商業施設 ホテルマークワンアビコ      

千葉興業銀行我孫子支店     ○ 

京葉銀行天王台支店   ○   

金融機関 

千葉銀行天王台支店   ○   

我孫子郵便局 ○ ○   ○ 

特
別
特
定
建
築
物 

その他施設 

郵便局 

東我孫子駅前郵便局     ○ 

  

 

G)信号機 
対象施設 対象区間 バリアフリー状況 

・市道 00-015 ・市道 00-016 a × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-016 c ・市道 25-040 b × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-018 a ・市道 00-018 b × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-018 c ・市道 00-020 a ○ バリアフリー対応済み 

・市道 00-018 i ・市道 00-017 a × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-020 c ・市道 00-020 d ○ バリアフリー対応済み 

・市道 00-020 h ・国道 356 号 a ○ バリアフリー対応済み 

・国道 356 号 b ・国道 356 号 c × バリアフリー対応型信号でない 

・市道 00-017 b ・市道 00-017 c × バリアフリー対応型信号でない 

・国道 356 号 d ・市道 00-017 c × バリアフリー対応型信号でない 

信号機 

・国道 356 号 d ・市道 32-035 ○ バリアフリー対応済み 

  

 
【凡例】                                                   

バリアフリー状況  ：2cm以上の段差有り 

 バリアフリー対応済み  ：入口の幅が基準に達していない（90cm） 

 1 項目未対応  ：視覚障害者誘導用ブロックが設けられていない 

 2 項目未対応  ：障害のある人向けの駐車スペースが無い 

 3 項目以上未対応  ：便所が障害者対応していない 

 調査未実施  ：車いすで利用可能なエレベータが無い 
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 ⅳ 用語の説明 

この基本構想の中で使用している用語の主なものについて、概略を説明（五十音順）し

ています。 

 

IC タグ 

識別に利用される微小な無線 IC（集積回路）を内蔵した電子札のことをいいます。 

例えば、公共施設や旅客施設など、いろいろな場所にそれらの施設情報を記録した ICタ

グを設置することにより、ICタグに記録した施設情報をリーダー（読取り）端末を持った

人に情報提供することが可能となる技術で、障害を持つ人への情報提供の手段としても期

待されています。 

 

一般交通用施設 

道路、駅前広場、通路など不特定多数の人や自動車などが行き来するための施設のこと。 

 

縁 石 

車道と、歩道、安全地帯との境界線として、路肩に敷かれるコンクリートなどで作られ

た棒状の石の総称のこと。 

 

 

縁石 

 

街区公園 

都市公園で、もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園のこと。 

 

縁石 
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建築物特定事業 

特別特定建築物（※１）での高齢者や障害者等の移動を円滑にするために必要な建築物

特定施設（※２）の整備や特定建築物（※３）（特別特定建築物を除く。）で生活関連経

路となっているもののうち高齢者や障害者等の移動を円滑にするために必要な建築物特定

施設の整備に関する事業のこと。 

※１ 特別特定建築物 不特定多数の人や主に高齢者、障害者などが利用する特定建築物

で、高齢者や障害者等が円滑に移動できるようにすることが特に

必要であるとして定められたもので、百貨店、病院、福祉施設な

どのこと。具体例を 49 ページに示しています。 

※２ 建築物特定施設 建築物やその敷地内の出入口、廊下、階段、エレベーター、敷地

内の通路などの施設のこと。 

※３ 特定建築物   多数の人が利用する学校、病院、集会場、事務所、老人ホームな

どの建築物やその部分とこれらの建築物に付属する建築物特定施

設のこと。具体例を 49 ページに示しています。 

 

公共交通特定事業  

特定旅客施設（※１）内で実施する事業で、高齢者や障害者等の移動を円滑にするため

に必要な設備（エレベーター、エスカレーターなど）の整備に関する事業や特定車両（※

２）を床面の低いものにするなど特定車両に関する移動を円滑にするために必要な事業な

どのこと。 

※１ 特定旅客施設  鉄道施設、バスターミナルなどで、その交通機関を利用する旅客

の乗降、待合いなどのための施設（市内ではＪＲの駅）のうち相

当数の利用者があるか、又は相当数の利用者が見込まれるものの

こと。この基本構想では、１日当たりの平均的な利用者が 5,000

人以上という基準に基づいて設定します。 

※２ 特定車両    路面電車などの経営者（軌道経営者）や路線バスを運行している

事業者（一般乗合旅客自動車運送事業者）が旅客の運送を行うた

めに使用する車両などのこと。 

交通アクセス 

施設などの目的地まで交通機関を用いて到達すること。 

 

交通安全特定事業  

公安委員会が行う高齢者や障害者等の移動を円滑にするために必要な信号機、道路標識

又は道路標示の設置事業や生活関連経路の道路における違法駐車行為の防止のための違法

駐車行為に対する車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報や啓発の活動

などの事業のこと。 
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勾 配 

・横断勾配  道路や歩道などの路線に対し直角方向の勾配のこと。車道の場合は雨水

排水のための勾配が道路の中心（路頂）から車道の端に向かって付いてい

ます。 

・縦断勾配  道路や歩道などの延長方向の勾配のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

横断勾配                  縦断勾配 

 
出典：道路の移動円滑化整備ガイドライン 

～道路のユニバーサルデザインを目指して～ 

編集・発行／財団法人 国土技術研究センター 

災害時要援護者 

災害時、次の条件に一つでも当てはまる人を指します。（平成３年度版防災白書）防災

行政上は、災害時要援護者といいます。 

○自分の身に危険が差し迫った時、それを察知する能力がない、または困難な者  

○自分の身に危険が差し迫った時、それを察知しても適切な行動をとることができない、

または困難な者  

○危険を知らせる情報を受け取ることができない、または困難な者  

○危険をしらせる情報を受け取ることができても、それに対して適切な行動をとることが

できない、または困難な者 

 

視覚障害者誘導用ブロック 

 道路や駅、施設などに段差の存在などの警告や注意喚起を行うために路面や床面に敷設

する視覚障害者のための誘導の目印。色は原則として黄色で、点状のものを「点ブロック」、

歩く方向を示す線状のものを「線ブロック」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者誘導用ブロック 
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スパイラルアップ 

具体的なバリアフリー施策などの内容について、高齢者、障害者等の当事者の参加の下

で検証し、その結果に基づいて新たな施策や措置を講じることによって、バリアフリー化

の段階的かつ継続的な発展を図っていくこと。 

 

生活関連経路 

広義には生活関連施設相互を結ぶ経路のことを指しますが、重点整備地区においては、

同地区内の生活関連施設を連絡する主要な経路を指します。 

 

生活関連施設 

高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福

祉施設などのこと。 

 

ソフト施策 

施設整備を伴わない施策のこと。啓発活動やＰＲ活動などがあります。 

 

多機能トイレ 

身体障害者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた人などが、円滑に利用できる各種の構造や

機能（車いすでも使用できる広さや乳児のおむつ替えのためのスペース、オストメイト（人

工肛門や人工膀胱を持つ人々）に対応した機器、荷物置き台など）をもったトイレのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多機能トイレ 

出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン 

（バリアフリー整備ガイドライン（旅客施設編）） 

 平成 19 年 7 月 国土交通省 

 

端末交通手段 

通勤や通学、買い物などで出かける際に、いくつかの交通手段を用いる場合の出発地、

目的地と代表交通手段をつなぐ交通手段のこと。 

 

駐車区画 

駐車する際の駐車位置を明示する線やマスのこと。 
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透水性舗装（歩道） 

雨水などの地中への透水性を高めたすべりにくい舗装のこと。 

 

道路特定事業 

道路法に定めている道路の新設や改築に関する事業で、高齢者や障害者等の移動を円滑

にするために必要な施設（歩道、道路用エレベーターなど）や工作物（通行経路の案内標

識など）の設置、道路の構造の改良（歩道の拡幅や路面の改善など）などに関する事業の

こと。 

 

都市計画道路 

都市計画法で定める、都市計画決定により設置を決める道路のこと。 

 

都市公園特定事業 

都市公園での高齢者や障害者等の移動を円滑にするために必要な特定公園施設（※１）

の整備に関する事業のこと。 

※１ 特定公園施設 都市公園（県、市町村などの地方公共団体が設置する都市計画決定

された公園や緑地及び都市計画区域内の公園や緑地）の出入口及び

駐車場や屋根付広場、駐車場、便所などの主な公園施設やこれらを

結ぶ園路などのこと。 

 

内部障害 

身体機能の一部に障害を生じている状態で、外部からは判断できない身体の内部に障害

がある状態のこと。 

 

バリアフリー 

高齢者、障害者等が社会生活をしていく上で物理的、社会的、制度的、心理的、情報面

などすべての障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。 

 

バリアフリー化事業 

バリアフリー化を図る上で実施する施設整備事業のこと。 

 

バリアフリー対応型信号機 

音響式による誘導や歩行者用の青信号の延長などの機能を有した信号機のこと。 

 

バリアフリーマップ 

バリアフリー対応した施設や歩道の分布状況を示した地図のこと。 
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歩道の形式 

・マウントアップ 歩道面と縁石天端の高さが同一である歩道構造のこと。 

・セミフラット 歩道面の高さが車道面の高さよりやや高い歩道構造のこと。 

・フラット 歩道面の高さと車道面の高さが同一の歩道構造のこと。 

 

 フラット セミフラット マウントアップ 

略 

図 

   

歩道の形式 
出典：道路の移動円滑化整備ガイドライン 

～道路のユニバーサルデザインを目指して～ 

編集・発行／財団法人 国土技術研究センター 

路外駐車場特定事業 

特定路外駐車場（※１）で実施する事業で、車いす利用者の円滑な利用を可能にするた

めの駐車施設の整備など、高齢者や障害者等の移動を円滑にするために必要な施設の整備

などの事業のこと。 

※１ 特定路外駐車場 不特定多数の人が利用する道路の路面の外に設置される自動車の

駐車のための施設（路外駐車場）で、自動車の駐車用の部分の面

積が５００平方メートル以上で、利用料金を徴収するものです。

なお、公園の施設としての駐車場などは除かれます。 

 

ワークショップ 

複数の人々が参画して、多様な観点から考え、具体的な作業を通して合意形成を図りな

がら、ある一定の成果を作り上げていくこと。 

 

ユビキタス 

いつでもどこでも、利用者が意識せずに、コンピューターやネットワークなどの情報通

信技術を利用できること。 

 

標準案内用図記号 

交通施設、観光施設、スポーツ施設、商業施設等の国内諸施設に使用される案内用図記

号の標準となるもの。 

 〔事例〕 

項目 身障者用設備 エレベーター エスカレーター 駐車場 情報コーナー 

図
記
号 
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